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第3回高齢者医療制度改革会議  

各委員の主な意見の概要                      l  

後の議論の進め方について  

示されているスケジュールについては、中間とりまとめや法案提出までの期間が短いこ  

とを危慣しており、結論の時期を決めずに、十分議論を行う必要がある。（神田委員）   

現場の声についてアンケートを取るなど配慮すべき。（神田委員）   

前政権が講じた負担軽減措置は継続すべきだが、これらの激変緩和措置はあくまで経過  

措置であり不安定であることから、後期高齢者医療制度の廃止はできるだけ急ぐべき。（阿  

部委員）   

自治体が自主的に運営するのが、本来の「広域連合」という制度であるが、国の指示で  

作られた経緯があるものの、国の決めつけで一方的に地方に負担を求める制度にならない  

よう、都道府県・広域連合・市町村と協議や検討を十分に行うべき。（横尾委員）   

システムのトラブルや制度的な混乱の問題もあったので、次の制度においては、システ  

ムの十分な検証と充実を図るとともに、スケジi－ル等を十分に検討すべき。（横尾委員）   

現行の制度の法律が平成18年6月に公布され、その後、整備政令・省令が公布された  

が、システム改修が遅れた経緯がある。平成25年4月施行を目指すには、新たな制度の  

政令・省令を早めに出していただく必要がある。（岡崎委員）   

制度の議論においては、財政調整、公責、保険料や自己負担の負担割合など、各論が対  

象となりやすいが、制度そのものが負担の公平を実現していくという根本的な考え方の議  

論が必要である。（堂本委員）   

後期高齢者医嘩制度は定着しつつあり、よりよい形に見直すのであれば、社会保障全体  

がどうあるべきか、貴用負担はどうしていくかといった点について、骨太な議論が必要で  

ある。（神田委員）   

新たな制度を中長期的な観点から考える上で、高齢者の医療真の推移、保険区分ごとの  

医療費・公費負担・保険料・支援金等の将来推計を踏まえて、議論すべき。（神田委員）   

医療保険制度の抜本的な改革を行うのなら、医療費の将来推計をきちんと踏まえて議論  

すべき。（山本委員）   

地域や家族の問題を含めて、介護保険との連続性や継続性について議論すべき。（樋口  

委員）   

介護保険との連携も含めて、包括的な地域社会づくりの視点で検討すべき。（堂本委員）   

提供される医療の中身、提供体制、人材の育成など、どのような医療を提供するのかと  

いう問題について、診療報酬に限らず幅広に議論すべきであり、別の少人数の議論の場が  

必要である。（近藤委員）  
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新たな制度の検討を行う前提として、データに基づいた 

座長）   

医療保険制度については、平成14年までの5年間、さらには10年くらい前から集中  

して議論が行われていると聞き及んでいる。厚労省で検討され、現制度をスタートされる  

に至った際のプラスの点、マイナスの点についての情報を共有すべき。（横尾委員）   

保険者の統一化という点では、、京都府での新しい試みなどがあり、その状況など最新の  

情報も共有すべき。（横尾委員）  

2 後期高齢者医療制度等の問題点・利点について   

後期高齢者の中には、まだ働いて社会で活動している人もいるにもかかわらず、「高齢  

者の心身の特性」の名の下、すべての後期高齢者を一つにまとめてしまったことが最も大  

きな問題である。（見坊委員）  

後期高齢者医療制度は、社会全体の差別解消一格差解消が国際的にも進んできている中  

で、それに反する制度である。（見坊委員）   

75歳と 

国会での法案審議の段階から、連合は後期高齢者医療制度に反対であると主張してきた  

ので、廃止を前提にした新たな姿の検討については賛成である。（小島委員）   

高齢者医療確保法の総則の第1条で医療貴通正化について規定されているように、後期  

高齢者医療制度牒、医療費抑制を目的としていることに大きな問題がある。（三上委員）  

現行制度は財政面と医療サービスの提供と2つの問題があった。財政面は凍結されてい  

るから問題になっていないだけであり、国の財政は悪化している。医療サービスについて  

も、後期高齢者診療料が実際に僅かしか算定されていないことが示すように」実施されて  

いないから沈静化しているだけと考える。（樋口委員） 

現行の医療制度は、後期高齢者医療制度、前期高齢者の財政調整、前期高齢者でも70  

歳以上と未満で窓口負担が異なること、退職者医療制度、若人の医療保険制度と複数の制  

度で成り立つ複雑なものであることに問題がある。特に、75歳で区切ることは理解でき  

ない。（対馬委員）  

後期高齢者医療制度は、負担の仕組みが明確で分かりやすくなったという良い点がある。  

（岡崎委員）  

後期高齢者医療制度の財政・運営責任の主体や負担のルールを明確にした点については、  

新制度でも取り入れるべき。（斉藤委員）・   

後期高齢者医療制度については、現役世代と高齢者の負担を明確にしたことや、運営主  

体を定めて財政責任を明確にし、保険者機能を発揮しやすくしたという良い点もある。（小  

林委員）  
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高齢者医療確保法に規定されている特定健診や特定保健指導は非常に斬新な考え方であ  

る。20年度は混乱もあったが、健保組合としても、保険者機能を発揮しながら積極的に  

取り組んでいる。（対馬委員）  

特定健診及び特定保健指導は、保険者機能の強化のために効果的な取組みとなっており、  

更に進めていく必要があるが、健診等の実施率による支援金の加算・減算の仕組みは、廃  

止を含めて見直すべき。（小林委員）  

たな制度のあり方について  

（1）総論   

高齢者医療制度に対する世間の反応は敏感である。新たな制度のあり方については、国  

民の意見をできるだけ反映させるべき。（岩見委員）   

民主党のマニフェストにおいて、「医療制度への信頼を高める」とあるが、信頬以前に  

わかりやすさが重要である。（岩見委員）   

保険料の軽減措置により高齢者の反応は落ち着いてきたが、75歳で区切ることや、「後  

期」という名称自体に対する国民の嫌悪感が強かった。持続可能で信頼ができる制度設計  

が大切であり、実際に医療を受けられる方の身になった検討をすべき。（横尾委員）   

高齢者医療制度は、高齢者のためだけではなく、次の世代のことも考えた制度とし、若  

人も含めて誰もが分かりやすく、公平な制度とすべき。また、高齢者の尊厳を守り、低所  

得者や障害者にとうて温かみのある制度とすべき。（見坊委員）   

必要な医療が必要な人に必要なだけ与えられる社会となるよう、新たな制度を検討する  

に当たって、この社会をどういう社会にすべきなのかという理念を掲げるべき。（三上委  

員）   

20年後、30年後の超高齢社会を見据えて」若い人と高齢者が一緒になって、人それ  

ぞれの生き方を大切にした医療制度を考えていくという理想論的なビジョンが必要であ  

る。（樋口委員）  

新たな制度における公平感の実現方法として年金制度のように、医療保険制度の加入歴  

に応じて按分された給付を受ける方法や、国保と被用者保険の在り方を議論することで実  

質的な公平を実現する方法が考えられるが、その上で、医療を受ける側の公平と、財源構  

成の公平の2つを担保する必要がある。（堂本委員）   

そのためには、各論から入るのではなく、まず公平な負担制度を設計し、高齢者医療責  

の総額（グロス）を念頭に置いた上で、公費と保険財源の割合、一部負担額の設定を考え  

るべきであり、そうした段取りで議論した結果、総額が大き過ぎる状況であれば、診療報  

酬や医療費の適正化の手法を考えればよい。医療費の抑制という視点から議論を始めると、  

国民の納得が得られないばかりか、今まで以上に複雑で、わかりにくい制度になりかねな  

い。政権交代を機会に、高齢社会の将来を見据えた抜本改革に取り組む姿勢が重要。（堂  

本委員）  
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国民皆保険制度では、世代間の連帯が重要である。若い方の負担が高齢者より大きいか  

どうかを比較するのではなく、国民の一生涯を見据えた公平を考えていく必要がある。（草  

本委員）   

国保と被用者保険の一元化については、所得捕捉が異なることなど、極めて問題がある。  

（対馬委員）  

（2）制度の基本的枠組み及び運営主体のあり方   

国民健康保険は国民皆保険の基盤であり、高齢化が進み定年退職者等が多く加入しても  

持続可能な制度にする必要がある。そのために、後期高齢者医療制度と市町村国保と2つ  

の地域保険が併存するのは問題があるので、都道府県単位の市町村国保とし、後期高齢者  

医療制度とドッキングすべき。（宮武委員）   

協会けんぽは都道府県単位の保険料率を導入し、都道府県の支部ごとに労使の代表と有  

識者からなる評議会を設置して幅広い議論を行うなど、地域の実情を踏まえた保険運営を  

行っている。また、医療提供の体制は都道府県単位で整備されており、医療サービスもー  

定程度市町村単位を超えた広域で行われている実態があるので、新しい高齢者医療につい  

ては都道府県単位とすることを基本として考えていくことが重要。（小林委員）   

国保は国で一本化するのが一番いいが、それまでの過程として都道府県単位で一本化す  

ることが望ましい。（山本委員）   

保険者について、市町村別では財政運営上、危険が高すぎるとすれば、都道府県単位が  

良い。（鎌田委員）   

県内の市町村国保を統合する場合の問題点として、所得の捉え方が異なる点、保険料の  

算定方式が異なる点を解消しなければならない。統合に向けた動きとして、保険財政安定  

化共同事業などの再保険事業がある。この事業の効果を検証する必要がある。（池上委員）  

協会けんぽについては、所得と年齢によって財政調整している。市町村国保については、  

医療真については財政調整しているが、年齢について財政調整していない。■後期高齢者医  

療制度については、所得l；ついては調整しているが、各都道府県の平均年齢に格差がない  

ため調整していない。よぅて、国民を現役世代と高齢者世代とで二分する制度としないた  

めには、協会けんぽの様に都道府県ごとの年齢構成の相違を財政調整する必要である。（池  

上委員）   

現在、47の都道府県後期高齢者医療広域連合が保険者となっているが、これを約18  

00の市町村に振り分けることは困難であり、新しい制度の運営主体は都道府県が担うべ  

き。（岡崎委員）   

現行の広域連合は1年ごとに市町村からの職員が入れ替わる状況である。都道府県単位  

の保険者としては、都道府県とすべき。（岡崎委員）   

広域連合は組織として広く利用者に認知されておらず、新たな制度の運営主体は都道府  

県とすべき。（樋口委員）  
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新たな制度の運営主体は、都道府県とすべきと考える。新制度への移行時に体制上困難  

だという場合でも2年後なら2年後に都道府県とすることを法律に明記すべき。（阿部委  

員）   

保険者については、都道府県単位を念頭に行政から独立した公法人とし、保険者機能を  

発揮できるしくみとすべき。（対馬委員）   

どのような見直しが行われるにしても、市町村国保が重要な役割を担うことになる。市  

町村国保においては、保険料が賄えきれずに、一般会計からの繰り入れが行われている。  

県の役割というものは十分認識しているが、都道府県単位としても市町村国保と同様の問  

題が発生することから、国が十分に支援しないと、受け皿となり得ない。（神田委員）   

都道府県はこれまでも市町村に対して指導監督を行ってきた経験があり、制度に関して  

も熟知されているため、事務処理に関するノウハウの蓄積がないというのは、必ずしも当  

てはまらない。（横尾委員）   

現在の後期高齢者医療広域連合をベースに、運営主体を検討すべき。（斉藤委員）   

広域連合の財源は市町村ごとの議決を経て支出しているものであり、一概に安定化とは  

言えないのではないか。また、市町村から派遣される職員は数年で入れ替わるため、必ず  

しも事務に精通した職員が対応しているとは限らない。（横尾委員）  

「広域連合又は都道府県が運営主体となる場合には、窓口業務等は市町村が行う」との  

記載があるが、県民税等の徴収については、市町村に業務委託を 

て市町村というわけではなく、広域化・一元化の1つのメニューとして、事務のあり方は  

今後検討する必要がある。（横尾委員）   

年齢で区分するあり方を見直し、公的年金の受給者を被保険者として制度設計すべき。  

（斉藤委員）   

今後は、雇用されて働く高齢者が増えていくことを踏まえた医療保険制度のあり方を考  

えるべき。（樋口委員）  

企業に勤務しながら市町村国保に加入している被保険者については、制度本来の職蟻保  

険に戻すことを検討すべき。（阿部委員）  

高齢者の生活実態、年金制度や介護保険制度との整合性から、国民の理解の得られやす  

い65歳以上め高齢者を対象とした制度とすべき。65歳以上でも働き続ける高齢者（家  

族）は被用者保険に加入させることを検討する余地がある。（対馬委員）   

高齢者や退職者の多い国保を被用者保険が支援することにより、公費の伸びを抑えるた  

め、前期の財政調整や後期高齢者医療制度が作られたと認識している。今後、公費負担の  

在り方、国保、被用者保険を含めた医療保険制度全体の在り方の検討が重要である。また、  

被用者保険の一部である退職者医療制度をどう扱うかも含めて議論すべき。（小島委員）  
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医療保険の運営は、加入者の雇用■所得形態の同一性が重要であり、被用者健保と国保  

の二本立てを基本とすべき。（小島委員）   

サラリーマンOBは退職後も引き続き被用者保険が支えるという r突き抜け方式」（退  

職者健康保険制度）とし、生涯を通じた予防・保健事業など保険者機能を強化すべき。（小  

島委員）   

被用者保険にういては、市町村国保に加入している非正規労働者や失業者を被用者保険  

に加入させることについて検討すべき。（小島委員）   

市町村国保については、都道府県単位に広域化し、公費を重点的に投入すべき。（小島  

委員）   

非正規労働者等の受け皿である国民健康保険を再建し、皆保険制度を碓持できる制度を  

検討する必要がある中で、連合が主弓長する「突き抜け方式」は、それらの方をおいてけ  

ぼりにするという点で疑問がある。また、突き抜け方式にする場合、地域保険に加入し  

ている退職者を呼び戻すとすれば、過去の職歴を探す作業は大変なものになる。（宮武委  

員）  

当初、老人医療が議論された際の目標は無料化であった。現在は状況が変わっているが、  

やはり、75歳で線を引くというのであれば、最終的には無料化するといった理想を掲げ  

るべき。（岩見委員）  

（3）糞用負担のあり方   

高齢者医療を支える各制度間での負担の在り方については、各制度の負担能力を反映し、  

現役世代の納得が得られる制度となることが重要である。（小林委員）   

新たな制度においては、事業主の負担が現状を下回らない制度とすべき。（阿部委員）   

支援金は基本的に人数割となっているが、65歳以上に畠割の公責投入を前提として、  

被用者保険者内は、保険者の負担能力に応じた負担とすべき。（対馬委員）   

保険料・保険者間の財政調整の検討にあたっては、その高齢者がこれまでの人生におい  

て、どの保険者に属していたのかを可能な限り反映できる制度にすべき。（堂本委員）   

高齢者医療の保険給付財源については、現役世代の保険料に依存するには限界があるこ  

とから、高齢者医療制度への公費投入割合を高めることが不可欠。そのためにも、税制改  

革の議論がセットで行われる土とが期待される。（斉藤委員）   

廃止が前提で、国保と後期高齢者医療制度の統合を考えた場合、国保が有力な基盤とな  

るため、現行の国保も含め財政制度自体を分かりやすくし、一定の公費を入れるというこ  

とを明確にすべき。く岡崎委員）   

新たな制度においては、現役世代の負担が加重にならないよう理解と納得の得られる費  

用負担が必要であり、一定の所得がある高齢者には応分の負担を求めるとともに、公費負  

担の拡大も含めた財源のあり方を検討すべき。（小林委員）   

老人保健制度や後期高齢者医療制度が創設された経過を見ても、突き詰めれば高齢者と   



無職の方が多い国保の財政問題で奉り、被用者保険はそれを支援してきた。国民健康保険  

と被用者保険のあり方をもう一度考えるべき。（小島委員）   

公費投入の額を増やさなければ、財政調整を行ったとしても、全ての保険者が納得する  

羊とは難しい。（三上委員）   

新たな制度においては、介護保険と同様、5割の公責を投入すべきである。公費以外の  

部分は、高齢者と若年者の人数比で案分し、それぞれが保険料を負担する。（対馬委員）  

（4）保険料、給付等のあり方   

高齢者だけが利益を得るのではなく、たとえ低所得であっても少額の保険料を負担する  

など、全ての高齢者が一定の負担をすべき。（樋口委員）   

国民皆保険を守る観点から、高齢者にもその負担能力に応じた適切な負担を求めるべき。   

（斉藤委員）   

土れまで自己負担分を増やして給付を抑制することで医療費を抑えてきたので、新たな  

制度については、高齢者の自己負担が増えないような制度を検討すべき。（三上委員）   

新たな制度の保険料は「応能負担」を原則とし格差のない料率を設定する。（阿部委員）   

新たな制度の給付は必要な医療を保障し、70歳未満は8割給付、70歳以上は9割給  

付とすべき。（阿部委員）   

高齢者が医療を過剰に受けているようにも思えるので、医療を受ける高齢者のあり方に  

ついても考える必要がある。（岩見委員）  

齢者のための医療サービスについて   

本会議においては、各論的な議論はできないが、高齢者に関わりの深い医療サービスの  

基本的な考え方については議論すべき。（近藤委員）   

新たな制度の枠組みについては、6つの原則に則って議論することになる。医療サービ  

ス全般については、別途議論する必要があるが、高齢者にふさわしい医療の考え方につい  

ては、この会議で打ち出すべきである。（宮武委員）   

イギリスでは、医療崩壊と言われる状況から立ち直る際に、NSFと呼ばれる疾患領域  

ごとの10カ年の長期計画を策定しており、この中に高齢者医療版というものもある。日  

本版NSFにより、10年後の目標設定を行い、それを実現する手立てを考えてモニタリ  

ングするような考え方を行うべき。（近藤委員）   

日本の医療糞をOECD平均並みに上げつつ、それ以上に上がらないシステムについて  

検討していく必要がある。そのために、かかりつけ医制度や終末期相談支援料が、どのよ  

うな役割を担えるのか考えていく必要がある。（鎌田委員）   

高齢者は慢性的な疾患を抱えやすく、かかり？け医制度については、他の先進諸国と同  

様、必要である。（宮武委員）  
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後期高齢者終末期相談支援料については、導入の仕方に問題があったが、自分がどのよ  

うに最期を迎えるかについて、看護師や医者と相談していくといった制度は必要である。  

（宮武委員）   

病院に頼りすぎていた日本の医療を、自宅や自宅に近い環境で最期まで暮らし、看取る  

ことができるような体制に変えていくべき。（宮武委員）   

終末期医療制度は、せっかく国民的合意ができつつある段階で、打ち出し方が悪く、議  

論が後退←てしまった。新たに国民・高齢者が論議できるようにするべき。（樋口委員）  

新たな制度の医療サービスについては、高齢者に必要なリハビリについても検討すべき。  

（樋口委員）  

5 現行制度における対応について   

次期保険料率の上昇抑制のため「財政安定化基金」を活用する措置が案として出ている  

が、年明け2月頃には広域連合議会において保険料率の審議が必要となる。「決まってい  

ないものを可決していいのか」という議論にならないよう、国の予算措置・法改正、都道  

府県の議決などの「確たるもの」または、「間違いなく◆こうなる」、「国としてここまでや  

る」という「担保」が必要である。（横尾委員）   

健保組合等の支援金・納付金の負担は、▲保険料収入の45二 2％と過重であるので、前  

期高齢者の層に5割を目途とする公費投入を目指すべきである。また、財疎事情の厳しい  

健保組合への財政支援の継続、強化が不可欠である。（対馬委員）  

訂   
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高齢者医療制度改革会議の当面のスケジュール  

第1回（11月30日）総括的なフリーディスカッション①  

第2回（1月12日）総括的なフリーディスカッション②  

第3回（2月9日）制度の基本的枠組み及び運営主体のあり方  

第4回（3月8日）費用負担のあ・り方  

第5回（4月）   保険料、給付、医療サービス等のあり方  

以後、引き続き概ね月1回開催。  

」   



新たな制度のあり方に関する各委員の意見の概要等  

1：全年齢でリスク構造調整を行った上で、都道府県単位で一元化する案【池上委員】  

○ 医療保険全体で、各保険者の被保険者   
の性・年齢構成（5歳階級毎の一人当たり   

医療真の差）・所得構成の相違による保   
険料負担の格差を調整する財政調整を、   
段階的に導入。  

○ 医療保険の統合を以下のとおり段階的   
に行う。   

①市町村国保については都道府県内  
において財政調整を進めた上で、都道   
府県単位に統合し、広域連合が運営。   

②健保組合・共済については、それぞ  
れ全国単位で財政調整を進めた上で、   
都道府県単位に事業所を分割。   

③都道府県単位で市町村圏保と協会   
けんぽを統合するとともに、都道府県   
単位で健保組合・共済を統合。   

④都道府県単位で、全ての保険者を統  
。   

t（主なメリット）  

lo 年齢による区分がない。  
lO 運営責任が明確。  

l（主な論点）  

lO 被用者保険を都道府県単位に分割・統合すること等について、  
の連帯を基礎とした健保組合等をどのように  

lO市町村国保と被用者保険である協会けんぽを統合することに           ＿ ■ t ＿．一   t ●」■■、 l － ∫．．．＿ －■′ －t  ，  ′．  
ついて、どのように考えるか。  

○ 自営業者とサラリーマンでは所得捕捉の状況が異なる中で、  

l ▼ ‾‾■t▼‾‾■ ▼▼   国保と被用者保険では保険料の算定方法が異なっているが、 I これをどのように統合するのか。  

2：一定年齢以上の「別建て」保険方式を基本とする案【対馬委員（健保連）】  

【65歳以上の高齢者を一つの制度とした場合】  
（主なメリット）  

○ 若年者と高齢者の負担ルールや運営責任が明確。  
○ 高齢者間において、所得に応じた公平な保険料負担。  

（主な論点）  

O「年齢で区分するという問題を解消する制度とする」との関係   
について、どのように考えるか。  

※「65歳」は、介護や年金等との関係から理解が得られやすいのではないか。  

【現役で働く高齢者とその家族について、若年者の各制度へ継続  
加入させることとした場合】  

（主なメリット）  

○高齢者であっても、サラリーマンは、被用者保険に加入すると   
いう合理的な仕組みとなる。  

（主な論点）  

O「地域保険としての一元的運用」との関係について、どのよう   
に考えるか。  

○ 現在の制度では同じ都道府県内で高齢者の保険料の公平が  つ 
図られていることにいて、どのように考えるか。   
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0 65歳以上の高齢者を対象に前期t後期   
の区別のない一つの制度とする。  

○ 糞用負担や運営責任を明確化するため   
に、r別建て」の制度とした上で、高齢者   
の医療費を若年者が支える仕組みとする。  

○ 現役で働く高齢者とその家族について   
は、若年者の各制度への継続加入を検   
討。  

○ 運営主体については、都道府県単位を   
念頭に、行政から独立した公法人が保険   

者を担う。  



新たな制度のあり方に関する各委員の意見の概要等  

3：突き抜け方式とする案【小島委員（連合）】  

（主なメリット）  

○ 年齢による区分がない。  

○運堂責任が明確。  
○被用者グループ内での助け合いとすることで、若年被用者の   

納得を得られやすい。（若年者と高齢者の負担ルールが明   
確）  

（主な論点）  

○高齢者が職域保険と地域保険に加入することとなるが、「地   
域保険としての一元的運用」との関係について、どのように考   
えるか。  

○現在の制度では同じ都道府県内で高齢者の償険料の公平が   
図られていることについて、どのように考えるか。  

○従来より指摘されている以下の課題について、どのように考   
えるか。  

・市町村国保が負担増となる点  

・就業構造が流動化している中、高齢期においても被用者・   
非被用者を区分する点  

○被用者保険の退醸者は、国民健康保険   
に加入するのではなく、被用者保険グ   
ループが共同で運営する新たな制度  

（「退職者健康保険制度」（仮称））に引き   

続き加入。  

○対象者は、被保険者期間が通算して一   
定期間（25年）を超える退職者とその扶   

養家族とする。  

○運営主体は、全被用者保険の代表者及   
び労使代表者で構成する管理運営機関   

とする。  

○市町村国保と高齢者医療は都道府県   
単位に広域化し、国保連合会、後期高齢   
者医療広域連合と一体的な運用を図る。  

4：高齢者医療と市町村国保の一体的運営を図る案【宮武委員】  

（主なメリット）  

○ 年齢による区分がない。  
○ 運営責任が明確。  
○財政運営の安定化を図ることができる。  
○高齢者間において、所得に応じた公平な保険料負担。  

（主な論点）  

○高齢者医療と市町村国保の一体的運用のあり方について、   
保険料の設定など具体的にどのように考えるか。  

○現在の後期高齢者医療制度、前期高齢者に係る財政調整、   
市町村国保については、それぞれ財源や仕組みが異なる中で、   
どのような財政運営の仕組みを設けることが適切か。   

○市町村国保の運営を都道府県単位に   
広域化し、都道府県又は現行の後期高   
齢者医療広域連合を活用し、高齢者を含   
めて一体的に運営する仕組み。  

○若人の国保の保険料についても、都道   
府県単位でできるだけ統一（地域ブロック   

別の賦課方式等を含む）  

養  



第1回・第2回提出資料（参考）  

これまでの高齢者医療制度のあり方に関する案  

B：一定年齢以上の独立保険方式とする案  A：一定年齢以上でリスク構造調整を行う案  

○ すべて■の高齢者を独立した保険制度の対象とし、高齢者の医療費を公費と   

各保険者からの支援金等により支える仕組みとする。  
○ 国保・被用者保険のそれぞれの保険者に加入し、各保険者の責めによら   

ない年齢構成の相違による医療費を拠出金により賄う仕組みとする。  

（主なメリット）  

○ 若年者と高齢者の負担ルールや運   
営責任が明確。  

○高齢者間において、所得に吟じた   
公平な保険料負担。   

（主な問題点）  

○ 一定の年齢により独立した制度に   
区分される。  
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（主なメリット）  

○ 年齢による区分がない。   

（主な問題点）  

○ 旧老人保健制度に見られた問題が   
再び生じる。  
① 若年者と高齢者の負担ルールが不   

明確。  
②加入する制度によって高齢者の保   

険料が異なり、不公平。  
○ 被用者保険が負担増  
となる。   

※ 全年齢でリスク構造調整を栃う案も   
考えられるが、その場合、若人は被用   
者保険の被保険者が多いため、国保   
の負担増となる。  

D：完全な一元化とする案  C：突き抜け方式とする案  

○ すべての被保険者を国保と被用者保険を一元化した保険制度の対象とし、   
制度間の負担と給付の格差を解消する仕組みとする。  

○ 被用者OBの高齢者は被用者保険の対象とし、被用者保険の負担により支   

える仕組みとする。  

（主なメリット）  

○ 被用者グループ内での助け合いと   
することで、若年被用者の納得を得   
られやすい。（若年者と高齢者の負   
担ルールが明確）  

○ 運営責任が明確。  
○ 年齢による区分がない。   

（主な問題点）  

○ 就業構造が流動化している中で、   
高齢期になっても被用者・非被用者   
を区分することは、社会連帯の理念   
が希薄なものとなる。  

○ 被用者であった期間が短い方も多   
く、国保の負担増となる。  

○ 高齢者間の保険料負担が不公平。  

（主なメリット）  

○ 運営糞任が明確。  
○ 年齢による区分がない。   

（主な問題点）  

○ 健保組合等について、すべて解   
散させることになる。  

○ 地域保険に一元化した場合、事   
業主の負担が軽減され、サラリー   
マンの負担が増えることになる。  

○ 自営業者とサラリーマンでは所   
得捕捉の状況が異なる中で、国   
保と被用者保険では保険料の算   
定方法が異なっているが、これを   
どのように一元化するのか。   
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各委員の主な御意見と基本的な考え方（6原一則）との関係等を踏まえた論点  

各委員の主な御意見と基本的な考え方（6原則※）等を対比し、今後の論点を整理すると以下のとおりである0  
※①後期高齢者医療制度は廃止する ②マニフェストで掲げている「地域保険としての一元的運用」の第一段階として、高齢者のための新たな制度を構築する   

③後期高齢者医療制度の年齢で区分するという問題を解消する制度とする ④市町村国保などの負担増に十分配慮する   

⑤高齢者の保険料が急に増加したり、不公平なものにならないようにする  ⑥市町村国保の広域化につながる見直しを行う  

御意見の概要   基本的な考え方（6原則）等を踏まえた論点   

○高齢者が職域保険と地域保険に加入することとなるが、「地域保険としての－  
元的運用」との関係について、どのように考えるか。  

○ サラリ⊥マン（被扶養者を含む）は職域保険に加入。  
○ 現在の制度では同じ都道府県内で高齢者の保険料の公平が図られていること  

について、どのように考えるか。  

阿部  
○ サラリーマン（被扶養者を含む）以外の高齢者は市町村国  ○ 都道府県が運営主体となることについて、以下の課題をどのように解消するか。  

保に加入。   ・市町村に対し必要な指導及び助言を行ってきたが、直接、医療保険の事務  
要員                                 ○ 新たな制度の保険者は」都道府県とすべき。   を実施してきた実績がない。  

○ 市町村国保は都道府県単位に広域化。   ・保険料等の決定については都道府県が行い、市町村は関与しないこととな  
れば、市町村は、議会や住民に対する保険料専の制度の説明責任が問われ  
ない状況になるとともに、保険料の収納対策のインセンティブが働かなくなるお  
それがある。   

○医療保険全体で■、各保険者の被保険者の性・年齢構成（5  
歳階級毎の一人当たり医療費の差）・所得構成の相違によ  

る保険料負担の格差を調整する財政調整を、段階的に導  
入。   ○被用者保険を都道府県単位に分割・統合すること等について、企業や同種同  

○ 医療保険の統合を以下のとおり段階的に行う。   実の連帯を基礎とした健保組合等をどのように位置づけるか。  

池上  ①市町村国保については都道府県内において財政調整  ○市町村国保と被用者保険である協会けんぽを統合することについて、どのよう   
委員   を進めた上で、都道府県単位に統合し、広域連合が運営。   に考えるか。  

②組合健保・共済については、それぞれ全国単位で財政  ○ 自営業者とサラリーマンでは所得捕捉の状況が異なる中で、国1呆と被用者保  
調整を進めた上で、都道府県単位に事業所を分割。  険では保険料の算定方法が異なっているが、これをどのように統合するのか。   

③都道府県単位で市町村国保と協会けんぽを統合する  

とともに、都道府県単位で組合健保・共済を統合。  
④都道府県単位で、全ての保険者と統合。  

○ 都道府県が運営主体となることについて、以下の課題をどのように解消するか。  
・市町村に対し必要な指導及び助言を行ってきたが、直接、医療保険の事務  

岡崎  ○新たな制度の運営主体を都道府県とする。  を実施してきた実績がない。   

○■市町村圏保と後期高齢者医療制度を統合する場合、現行             委鼻  ・保険料等の決定については都道府県が行い、市町村は関与しないこととな   

（全国  
の国保に一定の公費を投入。   

れば、市町村は、議会や住民に対する保険料等の制度の説明責任が問われ  

市長  ない状況になるとともに、保険料の収納対策のインセンティブが働かなくなるお  

会）  
それがある。  

○ 公真のあり方について、どのように考えるか。   

』   



御意見の概要   基本的な考え方（6原則）等を踏まえた論点   

鎌田  ○ 保険者について、市町村別では財政運営上、危険が高すぎるとすれば、  ○都道府県単也化する場合、運営主体をどのように考えるか。    都道府県単位が良い 
委員   。   

神田  ○ 市町村国保においては、一般会計から繰り入れが行われており、都道   

委員  ○公費のあり方について、どのように考えるか。  
（全国知事会）   

○被用者保険の退職者は、国民健康保険に加入するのではなく、被用者  
保険グループが共同で運営する新たな制度（「退職者健康保険制度」  

（仮称））に引き続き加入。   ○ 高齢者が職域保険と地域保険に加入することとなるが、「地域保  
○ 対象者は、被保険者期間が通算して一定期間（25年）を超える退職者   険としての一元的運用」との関係について、どのように考えるか。  

とその扶養家族とする。   ○ 現在の制度では同じ都道府県内で高齢者の保険料の公平が図ら  
小島                      ○ 運営主体は、全被用者保険の代表者及び労使代表者で構成する管理   れていることについて、どのように考えるか。   
委員   運営機鱒（「社会保障基金」（仮称）。当面は、「全国健康保険協会」への  ○ 従来より指摘されている以下の課題について、どのように考える   

（連合）   運営委託も検討。）とする。   か。  
070歳以上の医療給付費への公費は5割とし、国保と退職者健康保険制   ・市町村国保が負担増となる点  

度の高齢者比率に応じて按分。   ・就業構造が流動化している中、高齢期においても被用者・非被  
○市町村国保と高齢者医療は都道府県単位に広域化し、国保連 、  用者を区分する点   

後期高齢者医療広域連合と一体的な運用を図る。  

○雇用労働者は原則、被用者保険に加入する。  

○現行制度について、現役世代と高齢者世代の負担関係を明確にした  
点、都道府県単位の広域連合が保険者となることにより、財政責任を明  
確にした点は評価。  

小林     ○現役世代の負担については、過重なものとならず、理解と納得を得ら   
委員   ○都道府県単位化する場合、運営主体をどのように考えるか。    れる在り．方とし、高齢者医療を支える各制度間での負担は、各制度の負   

（協会け   担能力を反映したものとなることが重要。   ○ 公費のあり方について、どのように考えるか。   
んぽ）  ○負担能力のある高齢者世代の方に一定の負担をお願いするとともに、  

社会全体で支え合う観点から公費の役割の拡大も含めた財源の在り方  
について検討していくことが必要。  

○保険運営は都道府県単位とすることを基本とする。   

○新たな制度は公的年金の受給者を対象とする。  

○現役として働く高齢者については、若年者の制度への継続加入を検討。  

○保険原理を超えたリスクベの対応や世代間扶助は公助を基本とすべき  
であり、世代間の調整は限界があるため、高齢化の進展を踏まえつつ、  ○ 高齢者が職域保険と地域保険に加入することとなるが、「地域保  

斉藤  高齢者医療への公費投入割合を高める。   険としての一元的運用」との関係について、どのように考えるか。   

委員  ○ 現役世代の制度間の財政調整は、保険者機能の弱体化と制度の公平  ○ 現在の制度では同じ都道府県内で高齢者の保険料の公平が図ら   
（経団連）   性■持続性の毀損に繋がることから行うべきでない。   れていることについて、どのように考えるか。  

○現行制度について、財政・運営責任の主体や負担のルールを明確にし  
たことを評価。  

○運営主体については、現在の後期高齢者医療広域連合をベースに検  
討。   



御意見の概要   基本的な考え方（6原則）等を踏まえた論点   

0．新たな高齢者医療制度は、65歳以上の高齢者を対象に前期機期の区別のないT   
つの制度とする。  【65歳以上の高齢者を一つの制度とした場合】  

O「年齢で区分するという問題を解消する制度とする」との  
医療費を若年者が支える仕組みとする。  関係について、どのように考えるか。  

【いて、若年者の各制度へ  
、 対馬  

O「地域保険としての一元的運用」との関係について、どの  
委員  し、それぞれが保険料を負担。  ように考えるか。  

（健保連）  

から独立した公法人が保険者を担う。  
○若年者の制度体系については、現行の職域の被用者保険と地域保険の市町村国  

公平が図られていることについて、どのように考えるか。  

○公費のあり方について、どのように考えるか。  
、 

しにくいこと等から極めて困難。   

○都道府県が運営主体となる」とについて、以下の課題を  
どのように解消するか。  
・市町村に対し必要な指導及び助言を行ってきたが、直  
接、医療保険の事務を実施してきた実績がない。  

樋口  ・保険料等の決定については都道府県が行い、市町村  
委員   は関与しないこととなれば、市町村は、議会や住民に対  

する保険料等の制度の説明責任が問われない状況にな  
るとともに、保険料の収納対策のインセンティブが働かな  
くなるおそれがある。   

○市町村国保の運営を都道府県単位に広域化し、都道府県又は現行の後期高齢者  
医療広域連合を活用し、高齢者を含めて一体的に運営する仕組み。  て、保険料の設定など具体的にどのように考えるか。  

宮武  

の髄課方式等を含む）  整、市町村国保については、それぞれ財源や仕組みが異  
委員  なる中で、どのような財政運営の仕組みを設けることが適  

仕組みを残すか、新たに全年齢に係る公費や支援金等による仕組みを設けるか検   切か。  
討。   

（全国町村会）   
面は都道府県単位化を図るべき。   至当  

○都道府県が運営主体となることについて、以下の課題を  ○運営主体に関しては、「広域化」、「一元化」の1つとして都道府県が担い、その中で  
の事務のあり方も検討すべき。都道府県は、これまでも様々な行政課題等について、  
国と連携して市町村へ指導監督をした実績もある。  

接、医療保険の事務を実施してきた実績がない。  
・保険料等の決定については都道府県が行い、市町村  誓費  
は関与しないこととなれば、市町村は、議会や住民に対  

（全国広域連 合協撞会）  する保険料等の制度の説明責任が問われない状況にな  
。 

○都道府県単位化する場合においても、市町村国保と同様に、厳しい財政問題が生  るとともに、保険料の収納対策のインセンティブが働かな  

じるおそれがあるため、国が十分に支援すべき。  くなるおそれがある。  
○公章のあり方について、どのように考えるか。   

」
 
 
 



現行制度の問題点と利点について  

新たな制度を検討する必要があるのではな  利点は残す方向で、   現行制度の問題点は改めるとともに、  

後期高齢者医療制度の利点  後期高齢者医療制度の問題点  

項目   概要   

都道府県  （老人保健制度の問題）   

単位の  ○高齢者医療費の増大により、市町村単位での財政運   
財政運営  営は困難。  

○保険料の納める所とそれを使う所が異なり、財政・運  
財政運営  営責任が明確でない。   
責任の  

明確化   
く＞  

（後期高齢者医療制度での改善）  

○都道府県単位の後期高齢者医療広域連合を運営主  

体としたことにより、財政運営が安定。  

○ 保険料を納める所とそれを使う所が一元化され、財  
政・運営責任が明確化。   

高齢者と  （老人保健制度の問題〉   

若人の  ○ 高齢者と若人の負担割合が明確でない。   
負担割合の  

明確化   
く＞  

〈後期高齢者医療制度での改善）  

○高齢者の医療給付費について、公費（5割）■若人（4  
割）・高齢者（1割）の負担割合を明確化。   

高齢者問の  （老人保健制度の問題）   

保険料負担  ○ それぞれの医療保険（国保一被用者保険）に加入して   

の公平性   いるため、同じ所得であっても、保険料負担が異なる。  

く＞  

（後期高齢者医療制度での改善）  

○原則として、同じ都道府県で同じ所得であれば、同じ  
保険料となる。  

項目   概要   

独立制度  0 75歳以上の高齢者のみを区分し、保険証も別に   
による   なり、差別的。   

本質的な   ○ 若人に比べて医療費の伸び率が高い高齢者医  
問題  療真の増加に比例して、高齢者の保険料が増加  

する仕組み。   

保険料負担  ○ 被用者保険の被保険者であった方については、  
被用者保険における事業主負担が無くなったこと 

等により、多くの方の保険料負担が増加。  

○ 被用者保険の被扶養者であった．方については、  
新たに保険料負担が発生。   

保険料徴収  ○ 個人単位で保険料を徴収することとなったため、  
扶養されている配偶者も納付する必要が生じ、年  
金からの天引きも実施。（世帯当たりの税負担が増  
加する場合が発生。）   

高額療養費  ○ 国保世帯内の高齢者が、後期高齢者医療制度に  
移行し、世帯内で別になったことにより、それぞれ  
の医療保険制度において、富枝療養費の自己限  
度績が適用されることとなり、世帯当たりの自己負  
担が増加。   

健康診査  ○ 従前は、市町村の実施義務であづたが、広域連  
合の努力義務となった中で、受診率が低下。   

名称   O「後期高齢者」という名称は、高齢者の心情に配  
慮していない。   

※以上のほか、①制度間始までの政省令整備及びシステムリリースの遅れによる広域   
連合及び市町村の業務への支障、②システムの不具合による広域連合及び市町村の  
実務への支障が生じたところ。  



高齢者の加入する医療保険の運営主体のあり方について  

る  ○これまでの会議において、多くの委員より、高齢者の加入す  
に  との意見があったが、具体的  

（1）都道府県  ※（1）・（2）・（4）については、保険料徴収、窓口相談等の業務は市町村が行うことを前提として整理。  

○ 住民の認知度が高い。  
○都道府県知事は住民から直接選ばれているため、責任が明確になる。  
○医療費適正化や医療サービスの提供等の政策と有機的な連携を図ることができる。  
○市町村に助言・勧告する権限があるため、市町村に対する調整機能を発揮することができる。  
○事務を実施する上で、組織内でのノウハウが承継しやすい。  

メリット  

事務を実施してきた実績がない。  
と
 
 

療
し
 
 

き
 
 

○ 市町村に対し必要な指導及び助言を行って  

となれば、市町村は、議会や住民に   ○保険料等の決定については都道府県が行い、   
対する保険料等の制度の説明責任が問われな  ともに、保険料の収納対策のインセンティブが   
働かなくなるおそれがある。  

○保健事業については、基本的に市町村が事業を実施することとなるが」きめ細やかな事業展開を図るインセ   
ンティブが働かなくなるおそれがある。  

（2）広域連合（都道府県内のすべての市町村が加入）  

メリット ○事務処理を行うため、保険料決定や保険料徴収等について、広域連  

○広域連合議会は、都道府県議会や市町村議会と異なり、高齢者医療に限定した詳細な審議を行うことができ  
る。  

都道府県や市町村と比べ、住民から十分に認知されていない。  
広域連合長は住民から直接選ばれていないので、責任が明確でないとの指摘がある。  

※地方自治法上は、直接公選とすることも  

叢
h
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0  

○市町村に助言・勧告する権限がないため、市町村に対する調整機能が働きにくい。  
○保険料等の決定については広域連合が行い、市町村は関与しないこととなれば、市町村は、議会や住民に   

対する保険料等の制度の説明責任が問われない状況になるとともに、保険料の収納対策のインセンティブが   
働かなくなるおそれがある。  

○保健事業については、基本的に市町村が事業を実施することとなるが、きめ細やかな事業展開を図るインセ   
ンティブが働かなくなるおそれがある。   



（3）市町村  

○住民の認知度が高い。  

○市町村長は、住民から直接選ばれているため、責任が明確になる。  
○保険料等の決定について市町村が行うことから、議会や住民に対する保嘩料等の制度の説明責任が明確に   

なる。  

○事務を実施する上で、組織内でのノウハウが承継しやすい。  

○高齢化の進展に伴い、高齢者医療費は増大することが見込まれており、市町村単位で財政運営を行うことに   
は限界がある。  

○医療保険制度においては、保険財政規模の広域化、地域の医療費水準に見合った保険料水準の設定のた   
め、保険者について、都道府県単位を軸とした再編・統合を推進しているが、こうした取組に逆行する。  
（市町村国保；保険財政共同安定化事業等の実施、協会けんぽ；固から都道府県単位の公法人による運営）  

○市町村間において保険料基準にバラつきが生じることとなる。  
○国保と同様に、市町村によっては、一般会計からの繰り入れを行うことによる財政負担が生じるおそれがある。  

メリット  

t  

蓋二巌ニ：  

○ 住民の認知度が高い。  

○厚生労働大臣が直接の責任者となるため、責任が明確になる。  
○一律の保険料基準を設けることができれば、全国において、同じ所得であれば、同じ保険料となる0  

0「中央集権から、地域主権へ」という基本的な流れに逆行する。  
○医療保険制度においては、保険財政規模の広域化、地域の医療真水準に見合った保険料水準の設定のた   

め、保険者について、都道府県単位を軸とした再編・統合を推進しているが、こうした取組に逆行する。  
（市町村国保；保険財政共同安定化事業等の実施、協会けんぽ；固から都道府県単位の公法人による運営）  

○地域ごとに医療費が異なる中で、国が一律の保険料基準を設けることが適当か。   

※後期高齢者医療制度においては、被保険者一人当たりの平均保険料簸について、最大約2倍の地域格   
差があり、全国一律の保険料基準とした場合、著しい保険料の増減が生じる。  

○地域における保健事業等の取組によって、地域の医療費を抑えて保険料率に反映させるといったインセン   
ティブが働かなくなるおそれがある。  

メリット  

車軸堆－－  
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高齢者医療と市町村国保の運営のあり方について  

○新たな制度のあり方の検討に当たっての基本的な考え方（6原則）において、『マニフエ不トで掲げている「地   
域保険としての一元的運用」の第一段階として、高齢者のための新たな制度を構築する』としているところ。  

○ 平成22年度に国保制度の見直し（参考資料参照）の一環として、市町村国保の広域化を進めることとしてい   
る中で、今後、高齢者医療と市町村国保の一体的な運営を因っていくことについて、どのように考えるか。  

＜論点＞  

○ 同一地域に年齢で区分された2つの地域保険が併存している状況を解消することができる。  

モ■○ 高齢者医療と市町村国保を都道府県単位で運営することにより、財政運営の安定化を図ることが  

できる。   

○ 現在の後期高齢者医療制度、前期高齢者に係る財政調整、市町村国保については、それぞれ財   

源や仕組みが異なる中で、どのような財政運営の仕組みを設けることが適切か。   

○ 世帯主がまとめて保険料を納付している市町村国保と一体的な運営を図ることにより、後期高齢者  

医療制度において個人単位で保険料を徴収したことにより生じた問題点を解消できる。   

○ 市町村国保では、保険料額にバラつきがある（同一都道府県内の市町村 

一人当たりの平均保険料額の格差は、最大約3倍）中で、どのようにして保険料基準・額の統一を 

るべきか。  

言迂○市町村国保では、収納率の向上が大きな課題となっている中で、財政運営は都道府県単位とした   

場合、どのようにして市町村が収納対策に責任を果たすことのできる仕組みを設けることが可能か。  

創
－
 
 

【保険料鱒車  

七保険粁微増  

○ 世帯員が年齢で区分されず、同じ制度に加入することにより、高額療養費において不利益を被る事   

例が解消できる。  

○市町村国保では、保健事業の推進による 

営は都道府県単位とした場合、どのようにして市町村が保健事業に責任を果たすことのできる仕組   

みを設けることが可能か。  
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市町村国保の運営の広域化地方分権の推進   ［三重奉］  

○ 平成22年度の国保制度の見直しの一環として、市町村国保の広域化を以下のとおり図ることとしているが、こう   
した現行の国保制度の広域化の推進と、高齢者医療制度における見直しとの関係について、どのように考えるか。  

平成22年度の国保制度見直し案（骨子）  

○ 地方分権改革推進委員会第3次勧告（※）で指摘された規定については、   

※地方分権改革推進委員会第3次勧告（概要）（平成21年10月7日）   

・市町村が保険料率の変更や任意給付の創設をする場合などにおける都道府県知事への事前協議義務 → 廃止すべき   

・医療費が著しく高額として厚生労働大臣の指定を受けた市町村による運営安定化計画の策定義務 → 廃止すべき  

○ 民主党マニフェストで盛り込まれた地域保険としての一元的運用の方向性及び地方分権改革推進要綱 の   

趣旨を踏まえ、市町村国保の都道府県単位化を進めるた・めの環境整備として、新たに都道府県の判断により、   

以下のことを実施できることとする。   

①保険財政共同安定化事業の拡大（対象医療真の引下げ等）   

②「広域化等支援方針（仮称）」の策定  

O「地域保険としての一元的運用」のあり方については、高齢者医療制度の見直しにあわせて議論を行う。  

☆「広域化等支援方針（仮称）」のイメージ   

都道府県が、市町村の意見を聞きつつ、国保の都道府県単位化に向けた3～5年程度の支援方針を策定。  
■ 

）事業運営の広域化  
・収納対策の共同実施  ・保険財政共同安定化事業  

・医療費適正化策の共同実施  の拡充  

・広域的な保健事業の実施  ・都道府県調整交付金の活用  

・保険者事務の共通化 など  ・広域化等支援基金の活用など  
■  

■
t
■
t
一
■
．
－
－
－
■
－
■
■
●
■
l
■
■
l
■
 
 

…
〓
 
 

…
 
】
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
■
 
－
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
一
 
 

（3）都道府県内の標準設定  
・保険者規模別の収納率目標  
・赤字解消の目標年次  

（参考）「広域化等支援方針（仮称）」が策定された都道府県については、次の措置を講じる。  

①保険料収納率が基準を下回る市町村国保に対する国の交付金甲減額措置の廃止  

② 広域化等支援基金の都道府県による使用の容認（広域化等支援方針策定経費への支出等）  
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平成22年2月9日  

参考資料  

（現行制度の施行状戻）  

平成22年2月9日  
厚生労働省保険局   



後期高齢者医療制度廃止までの第一段階の取組  
○ 制度本体の見直しに先行して、現行制度の様々な問題点は速やかに解消していくこととしており、下記の取組を進め  

ているところ。   
課 題   これまでの対応   基本的な方針   進捗状況（平成22年2月8日現在）  

①保険料の軽  ●        ■■．遽上  
減   割の7割軽減を一律8・5割軽   あった方の爵滅捨窟を継続する。   を継続するため826億円を計上。（70歳  

①平成之0年度→保険料の均等   

滅とL．所緯割を5割軽減  
～74歳の窓口負担の軽減措置を含め  

2，902億円）  
②平成21年度→平成20年度の軽減措置に加え、年金収入  ○被用者保険の被扶養者であった方の  

80万円以下の方について均等割を9割軽   軽減措置に係る地方負担を継続するた  

温  
めの改正法案を通常国会に提出予定。  

○被用者僅陰の触接着着であっ 方について、制度加入から2年間の  

軽減措置（均等割5凱軽減）に加え、  
年度の保険料の上昇を抑制。   する31都道府県において、財政安定化  

基金の取崩しを行う方向で最終調整中。  
①平成20年4月～9月まで→凍結  ○ 特に保険料の増加率が高い4都道府  
②平成20生10月～平成22年3月まで→均等割を9劃軽減  県等においては、財政安定化基金の積  

み増しを行う方向で最終調整中。  

○財政安定化基金を保険料の上昇抑制  
に活用できるようにするための改正法  

案を通常国会に提出予定。   

に、運用に係る留意点を通知。   ○原則とLて交付しないとする基本方針等を  

通知で明示。  績はない。   

＜平成21年10月26日に通知を発出＞   

連合の努力義務とされている。   ○ 各広域連合で し、   ○ 平成22年1月に全ての広域連合で計   

※現在、全ての市町村において実施。   国庫補助を拡充。  画を策定。  

※受診率平成19年度：26％→  
※同計画による平成22年度見込詫ヱ塾  

平成20年度：21％→平成21年度：24％  
○平成22年度予算において補助金を拡  

充（44．8億円：前年度比27％増）   

○ 現時点における助成実施市区町村数   

再開   市町村の人間ドックを含め支援。  ④人間ドックの  ○後期高齢者の健康づくりのための「長寿・健康増進事業」の一環として  ○ 広域連合から市町村に貢稟鮪を専話。  は373市区町村（つち276市区町村が交  

※実施市町村数：723（19年度末）→141（20年5月）→234（20年度末）   付会を活用）。  

○来年度からの取組について、引き続き  
要請中。   

⑤75歳以上に  O「後期高齢者終末期相言炎支摸料」について、平成20年7月に、その算  075歳以上といっ年齢に着日した報酬体系を  ○ 中医協の審議t答申を経て来年度より   
限定した診療  定を凍結するとともに、「後期高齢者診療料」と併せて、改定結果等の  底止王る。   対応。   

報酬  
検証を実施。  
※75歳以上という年齢に着目した診療報酬項目は全部で17項目  
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現行高齢者医療制度の負担軽減措置の継続  
【平成20年4月～】  平成21年度■2次補正において平成22年度も以下の措置を▲実施  

合計：2，902億円  

①70歳～74歳の窓口負担を1割に軽減する措置の継続  

（2，075億円）  

②後期高齢者医療制度における被用者保険の被扶養者の保  
険料負担を9割軽減とする措置の継続  

（274億円）  

※5割部分は地方負担であり、別途、地方財政措置を講じる。  
被用者保険の被扶養者であった方の均等割の軽減（5割分）に対して地方  

負担を行う期間は、「高齢者の医療の確保に関する法律」において加入後2  

21年4月  22年4月  

20年4月  

【年金収入でみた軽減イメージ】  ′
｝
 
 

′
 
 
 

③後期高齢者医療制度における低所得者の保険料軽減措  

置の継続  

（543億円）  

（A）均等割の7割軽減世帯のうち、後期高齢者医療制度の被保険者   
全員が年金収入80万円以下（その他各種所得がない）の場合に   

9割軽減とする  

（B）均等割の7割軽減を受ける方（（A）に該当する方を除く。）を8．5割   
軽減とする  

（C）所得割を負担する低所得者について、所得割を5割軽減する  

応
能
分
 
 

〔
所
得
割
〕
 
 

【夫婦世帯の例（妻の年金収入80万円以下の場禦  

′  

応
益
分
 
 

〔
被
保
険
者
均
等
割
〕
 
 

9割軽減  

1  

80方円  
I l   

l   1 153万円168万円  ：211万円23如弼 年金収入  

暮 192．5万円   （B）  ※①のうち66億円は21年度分の追加交付経費、③のうち20億円は20年度分の追加交付経費である。  



平成22年度及び23年度における後期高齢者医療保険料の上昇抑制について  

○後期高齢者医療制度においては、財政運営期間は2年間とされており、各広域連合において、平成22年度及び23年度の保険料率を  
本年2月～3月に決定することとなるが、以下の4点の要因により、何らの抑制策も講 
全国ベースで約14．2％増加することが見込まれる。  

く保険料が増加する要因＞  

①一人当たり医療真の伸びにより約4．69句増加  

②若人人口の減少に伴う後期高齢者負担率の上昇により約2．6％増加  

③平成20年度及び21年度における医療給付費の算定期間が23ケ月であったことにより約4．3％増加  

④所得の減少が見込まれることによって、保険料の所得割率が上弄することにより約2．0％増加  

○ このため、可能な限り保険料の増加を抑制する観点から、広域連合及び都道府県に対し、  
・広域連合において生じることが見込まれる財政収支上の剰余金の準用  

・都道府県に設置されている財政安定化基金の取崩し   

についての検討を依頼。また、特に保険料が著しく増加することが見込まれる4都道府県に対しては、財政安定化基金を積み   
増して取り崩すことについての検討を依頼。   

○ 現在、多くの広域連合及び都道府県において保険料率の最終調整中であるが、全ての広域連合において剰余金を活用するこ   
ととし、剰余金を活用しても保険料が増加する31広域連合・都道府県において財政安定化基金の取崩しを決定又は調整して   
おり、4都道府県等において、財政安定化基金を積み増すことについて決定又は調整中。   

○ これらの結果、保険料の増加率は全国平均で3％前後までにとどまる見通し。   

0 3月中に、全国の最終的な状況を公表する。  

＜財政安定化基金について＞  

・給付費の伸びや保険料の未納により広域連合の財政に不足が生じた場合、都道府県が広域連合に対し交付又は貸付を行うもの。  
（したがって、保険料の上昇抑制のために活用する場合、法改正が必要）  

一 国、都道府県及び広域連合（保険料）が3分の1ずつ拠出。  
・平成20年から平成25年までの6年間に、全国ベースで約2000億円程度を積み立てることとしていたところ。  
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医療保険制度の安定的運営を図るための国民健康保険法等の一部を改正する法律案（仮称）の概要  

医療保険制度の安定的な運営を図るため、市町村国保、協会けんぽ、後期高齢者医療制度における保険料  
の引上げの抑制等のための所要の改正を行う。  

概 要  

（国保法）（③は平成22年7月1日施行）  Ⅰ市町村国保の保険料軽減のため  の措置等   

①財政支援措置の4年間の延長（約2000万世帯：1世帯平均で年間約1．3万円の保険料上昇抑制効果）  
・「低所得者を抱える市町村」、「高額な医療費」に対する国、都道府県の補助等を引き続き実施。  

②市町村国保の財政安定化のため、都道府県単位による広域化を推進  
・都道府県の判断により、市町村国保の広域化についての指針の作成、市町村の拠出により医療費を賄う共同事業の拡大等を   
可能とする。  

③保険料滞納世帯であっても、医療を現物給付で受けられる子どもの対象の拡大（中学生以下→高校生世代以下）  
・一旦窓口で医療費を支払わなければならない資格証明春の交付世帯に属する高校生世代に、短期被保険者証を交付。  

（健保法等）（①③は平成22年7月1日施行）  減のための   

◆ 協会けんぽの逼迫した財政状況に鑑み、保険料の大幅な引上げを抑制するため、24年度までの3年間において、財政再建の  
ための特例措置を講ずる。（被保険者約1900万人、加入者約3500万人 22年度で労使年間2－2万円の保険料上昇抑制効果）  

①国庫補助割合を13％から16．4％に引き上げ  

②単年度収支均衡の特例として、21年度末以降の赤字額について、24年度までの償還を可能とする  

③後期高齢者支援金について、被用者保険グループでの負担能力に応じた分担方法を導入（高齢者医療確保法）  

・後期高齢者の医療費に対する現役世代からの支援金の3分の1（22年度は9分の2）について、保険者の財政力に応じた負担   

（総報酬割）とする。  

（高齢者医療確保法）  Ⅲ 高齢者の保険料軽減のための措置   

①給付変動等に備えるため都道府県に設置している財政安定化基金について、保険料の引上げの抑制に活用できるようにする  

②サラリーマンに扶養されていた方の保険料の軽減措置を延長する（約190万人、年間平均約2．1万円の保険料上昇抑制効果）  
※予算措置をあわせると約3．8万円  

施行期日  平成22  4月1日   

○ 国保や後期高齢者医療制度の保険料について、賦課期日（4月1日）までに、賦課の前提となる財政支援措  

置を確定させておく必要がある。  
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書の運用に係る留意点等を通知  各広域連合における資格証明   ○平成21年5月20日＝・  

○平成21年10月26日■・■現内閣においては、「原則として資格証明書を交付しない1と  
する基本方針等を通知  

1一平成21年5月20日の通知の内容  
（1）災害、病気、事業の休廃止、失業等があったことにより、保険料を 納付することができないと認められる場合には、資格証   

明書を交付しない。  

（2）現に診療等を受けている又は受ける予定のある方については、仮に資格証明書を交付した場合、   
的に負担することが困難となると認められるときは、資格証明書を交付しない。  

（3）（1）及び（2）に加え、滞納の初期の段階から、   
・電話や訪問による相談を重ねる   

・有効期限の短い被保険者証（短期証）を繰り返し交付する   

■被保険者と共に、分割納付・徴収猶予等を含めた現実的な納付計画を作成する  
等のきめ細かな収納対策を講じることにより、均等割の軽減対象等の所得の少ない方については、   
の交付に至らないようにする。  

2 平成21年10月26日の通知の内容  

料の納付につき十分な収入等があるにもかかわらず、保険料を 上記の1に沿って、保険 納付しない悪質な場合であって、   

寒椿証明暮を交付しても必要な医療を受ける機会が損なわれないと認められるときに限って資格証明暮を変性することとす   

る。  

また、資格証明春の交付を換 討している事案が生じた場合には、厚生労働省に報 告いただき、当該事案について個々に禰   

竪L不適切と考えられる事案があれば交付しなし、よう要請するとともlこ、資格証明善が交付された場合には、その事案の   
麹要について、厚生労働省において公表する。   

※ 現時点における交付件数及び報告件数はゼロ。  
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財政支援につい  

平成20年度 30．4億円  平成21年  度 35．2億円   ［▲  

受診率 27％（予算案ベース）  

2．受診率向上計画の策定について   
各広域連合において、市区町村等と協議の上、  

① 平成22年度目標受診率  

② 目標受診率達成に向けた具体的な取組  
を掲げた健康診査受診率向上計画を策定したところであり、各広域連合において、計画に基づく取組を着実に実施。  

＝＝＝！琵旺  
1．これまでの対応   

平成20年7月より、各広域連合に対する特別調整交付金を活用して、後期高齢者の健康づくりのための「長  
寿・健康増進事業」の一環として、市町村における人間ドックの実施を含め支援しているところ。  

【平成20年度交付額】長寿一健康増進事業約10．7億円（うち人間ドックヘの助成約2．3億円）  

【実施市区町村数】   723（19年度末）⇒141（20年5月）⇒234（20年度末）  
（うち166市区町村が交付金を活用）  

2．実施に向けた検討について   

各広域連合において、従来人間ドックを実施していた市区町村等に、事業の周知と今年度の追加実施又は次年度実施  

に向けた検討を要請するよう依頼したところであり、現時点における全国の人間  
村（うち276市区町村が交付金を活用）（平成21年度）。  

ドック等助成実施市区町村は373  

平成22年度についても、引き続き、市区町村に対し、実施に向けた検討を要請。  
6   



平成21年度第2次補正予算の概要 （現行高齢者医療制度の負担軽減措置の継続）  

（高齢者医療課）  

事  項   
平成21年度第2次  

補正予算額   摘  要   

千円  

（項）医療保険給付諸費  81．777，035  

（目）高齢者医療制度円滑運営臨時特例交付金  79．758，009  

《広域連合向け》  

・所得の低い方の保険料軽減の織続  523．5億円  

（均等割9割・8．5割、所得割5割軽減）  

・被用者保険の被扶養者であった方の保険料軽減の継続  274．1億円  

（均等割9書ぜ軽減のうち4割相当分）  

（目）高齢者医療制度円滑運営事業費補助金  2，019，026   

《広域連合向け》  

均等割軽減（均等割8．5割、所得割5割軽減〉 に係る追加交付額  19．7億円  

○被用者保険の被扶養者であった方の保険料軽減の継続に係るシステム改修経費  

《国保中央会向け》  0．5億円   
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平成22年度予算（案） 後期高齢者医療制度関係経費の概要  

（保険局 高齢者医療課）  

平成21年度  
予 算 額   

千円  千円  干円  

合  計  3，664，013，271  3，774，683，847  ‖0，670．576  

（目）医療給付適正化業務庁費  0  13，256  13．256  

（目）臨時老人薬剤費特別給付金  137  137  0  

（目）臨時老人薬剤黄特別給付金支給事務委託費  0  ▲6  

（日）後期高齢者医療給付費等負損金  2，737，227，953  2．810，266，116  73，038，163   

後期高齢者医療給付鳶色損金   2．702，539，072   2，771，327．820   68．78臥748   

高額医療費等負担金  34，688，881  38，938，296  ・高額医療費負担分 276．6億円（平成21年度244．2億円）  

・財政安定化基金負担分 108，1億円（ 96．2億円〉  

・不均一保険料助成分 4，7億円（ 6．5億円）  

（目）後期高齢者医療財政調整交付金  900，846，358  923，775，940   22．929，582   

（目）後期高齢者医療制度事業費補助金  5，220，791  5，961．701  【後期高齢者医療広域連合向け】  

・健康診査に要する経費 44．8億円（平成21年度35．2億円）  

・保険者機能強化に要する経糞 4．8億円（ 7．0億円）  

・特別高額医療費共同手業に要する経費 10．0億円（ 10．0健円〉  

（目）後期高齢者医療制度関係業務事業費補助金  1，737，116  1，718，028  【国民健康保険団体連合会・国民健康保険中央会向け】  

・広域連合電算処理システム等に要する経費  

（呂）高齢者医療運営円滑化等補助金  柑，980，910  32，948，669   【健康保険組合等向け】  
・健保組合等における前期高齢者納付金等の負担軽減等を図るための経費  
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後期高齢者医療制度の財政の概要（22年度）  

医療給付費等総額：11．7兆円  

22年度予算案ベース  

都道府県単位の広域連合  
50％→  ←50％   

調整交付金（国）  
財政安定化基金  

○普通調整交付金（全体の9／10）   

広域連合間の被保険者に係る所得の格  
差による財政力の不均衡を調整するため   

に交付する。   

○特別調整交付金（全体の1／10）   
災害その他特別の事情を考慮して交付  

する。  

○保険料未納リスク、給付増リスク等によ  
る後期高齢者医療広域連合の財政影響に対  

応するため、国・都道府県・広域連合（保  
険料）が1／3ずつ拠出して、都道府県に  
草金を設置し、貸付等を行う。   

事業規模 0．2兆円程度  
支援金  

（40％）  
定率国庫負担  

（25％）  

2．8兆円  
高額医療費に対する支援  

保 険 基 盤 安 定 制 度  
制度施行後の保険料軽減対策  

○高額な医療費の発生による後期高齢者医  
療広域連合の財政リスクの緩和を図るため、  
レセプト1件当たり80万円を超える医療  
費の部分について、国及び都革府県が1／  
4ずつ負担する。  

事業規模 0．1兆円  

○保険基盤安定制度  

・低所得者等の保険料軽減  

（均等割7割・5割・2割軽減  
及び被扶養者の5割軽減）  

＜市町村1／4・都道府県3／4＞   

○制度施行後の保険料軽減対策く国〉  

・低所得者の更なる保険料軽減  

（均等割9割、8．5割  
及び所得割5割軽減）  

・被扶義者の9割軽減  

＜4割軽減分；国＞  

事業規模 0．3兆円程度  

定率都道府県負担  

（8％）  

0．9兆円  特別高額医療費共同事業  

○著しい高額な医療費の発生による財政影響  
を緩和するため、各広域連合からの拠出金を  
財源として、レセプト1件当たり400万円  
超の医療費の200万円超の部分について、  
財政調整を行う。  

事業規模 14億円  

・・．；，■ 予■‾‘  

公 費  

① 現役並み所得者については、公費負担（50％）がなさり琴いため、実際の割合は50％と異なる0  
②市町村国保及び協会けんぽの後期高齢者支援金には、・別途各々50％、16・4％（制度改正後は加入者割部分に限る）の公費負担がある。  
③ 保険料については、各広域連合・都道府県において、剰余金や財政安定化基金を活用して保険料の増加を抑制することが検討されているため、   

今後、額が変動することが考えられる。  
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平成20年度  

後期高齢者医療制度（後期高齢者医療広域連合）の財政状況等について  

＝速報＝  

1．後期高齢者医療広域連合の財政状況（別紙）  

収支状況については、収入合計は9兆9，441億円、支出合計が9兆6，834億円  

であり、収支差引合計額は2，607億円となっている。  

このうち、収入から高齢者医療制度円滑運営臨時特例交付金（732億円）及び（前年   

度からの事務経費の）繰越金等（45億円）、支出から基金積立金（1，178億円）を除いた   

単年度収支差引額（経常収支差）はも008億円となり、全ての広域連合が黒字となって  

いる。また、これに国庫支出金精算額等（－1，588億円）を考慮した精算後単年度収支差  

引額は1，420億円となっている。  

平成20年度において、経常収支差の黒字が多額となっている主な理由としては、後   

期高齢者医療制度の保険料率は2年間の財政運営期間を通じて財政の均衡を保つこ   

とができる率となっているため、初年度においては、剰余が発生する仕組みとなっている  

ことなどが挙げられる。  

2．被保険者数  

被保険者数については、平成20年度末時点で1，346万人となっており、平成20年4   

月末時点より2．9％（39万人）増加した。  

3．保険料の収納状況  

保険料の収納率は全国平均で98．75％となっている。このうち、特別徴収（年金から   

の支払いのため収納率100％）分を除いた普通徴収によるものは96．95％である。  

なお、平成20年度分の保険料についての滞納被保険者数は28万人であり、被保険   

者数に占める割合は2．08％であった。  

（注1）速報値であるため、数値は変わり得る。  

（注2）「滞納被保険者数」は、平成21年6月1日時点の被保険者のうち、平成20年度保険料に一部で  

も滞納がある被保険者数である。  

（出所）後期高齢者医療事業状況報告及び厚生労働省保険局高齢者医療課調べ   



（別紙）  

後期高齢者医療広域連合の収支状況 ＝速報値＝  

科  目  
平成20年度  

（見込）   

億円  

保  険  料  8，213  
単   1，779  

年   庫 支  出  金   31，283  

度 収  道  府  県  支  出  金   7，718  
入  町  村・  支  出  金   7，665  

収  務  費  負  担  金   395  

高   齢   者   交   付   金   41，296  
ロ 矧 収  7  

入  入  金   272  

入  入  金  

そ  の  他   36  

′ト  計   98，664  
高齢者医療制度円滑運営臨時特例交付金  732  
そ  の  他  繰  入  金  4  

（ 前 年 度 か ら の ） 繰   越   金  41  

収   入   合   計 （ 収 入 総 額 ）  99，441   

年  
単   会  費  総   務   費   等   417  

度  険  給  付  費   95，008  
支 出  89  

支  8  

経 常  業  費   133  

支 出   
の  他   

小  計   95，656  

出  積  立  金  1，178  
前 年 度 繰 上 充 用（欠 損 補 填）金  
公  債  費  

支   出   合   計 （ 支 出 総 額 ）  96，834   

＋■   

＋■  

収  支  差  引  合  計  額  
収  （収入総額一支出総額）  

2，607  

支   
差  

（経常収入一経常支出）  A  
3，0  

国庫支出金精算額等  B   ▲11588  

引 額  1，420   

の  他  

（注1）速報値であるため、数値は変わり得る。  

（注2）端数の関係上、合計及び収支差がずれることがある。  

（注3）数値は、後期高齢者医療広域連合の一般会計及び特別会計の合計額である。  

（注4）「基金積立金」とは、高齢者医療制度円滑運営臨時特例基金及びその他の基金への積立金の合計額である。  

（注5）「国庫支出金精算額等jとは、翌年度に精算される国庫負担等の額である。   

（出所）厚生労働省保険局高齢者医療課瀾べ   

分類   一般会計   特別会計   合計  

【参考】  278，574   713，689   992，263  

市町村への  24，955   158，011   182，966  

支出額 再  0   10，642，930   10，642，930  
（掲）  

長寿・健康増進事業に係る経費   71，791   684，748   756，539  

単位：千円  6，506，007   1，717，697   8，223，704  

そ の 他 市 町 村 へ の 負 担 金 等   51，156   1，622，679   1，673，835  



（参考1）  

（1）1人当たり保険料調定額および保険料収納状況  

1人当たり  
保険料収納状況（現年度分）  

保険料調定額  不納  
（現年度分）      調定額   収納額  

欠損額   
未収額  居所不明者分 調定額  還付未済額  収納率   

年度  円  億円  億円  億円  億円  億円  億円  ％  

20  63，999  8，454  8，349  0  106  0  22  98，75   

（注1）速報値であるため、数値は変わり得る。  

（注2）収納率は、居所不明者分調定額を控除した調定額を用いて算出している。（※小数点第2位未満四捨五入）   

（出所）後期高齢者医療重美年報  

（2）1人当たり保険給付費  

金額   

年度  円  

20  716，796   

（注1）速報値であるため、数値は変わり得る。  

（注2）1人当たり保険給付費は療養給付費、療養費、高額療養費及びその他の保険給付費の合計から算出している。   

（出所）後期高齢者医療事業年報   



＿ユ  

（参考2）  

各都道府県後期高齢者医療広域連合別の保険料収納率  

平成20年度  

全体   
順位   

ヽ   ′       日通徴収のみ   
順位   

％   位   ％   位  

全 国 平 均  98．75  96．95   

北   海  道   98，90   26   97．06   26   

森   県   98．84   31   96．44   37   

岩  手  県   99．21   10   97．43   16   

宮  城  県   98．63   41   96二05   46   

秋  田  県   99．29   7   97．57   14   

山  形  県   99．36   3   97．75   8   

福  島   県   98．86   30   96．33   40   

茨  城   県   98．82   34   96．61   32   

栃   木 県   98．82   33   96．71   31   

群  馬  県   99．19   12   97．69   10   

埼  玉  県   98．63   42   97．39   18   

千  葉   県   98．73   36   96．60   33   

東   京  都   97．85   46   96．24   43   

神 奈 川 県   98．76   35   97．68   12   

新． 潟   県   99．35   4   97．98   5   

富  山  県   99．08   17   97．15   24   

石  川  県   99．28   9   98．10   3   

福  井  県   98．90   27   96．80   29   

山   梨   県   98．62   43   96．16   44   

長  野  県   99．32   5   97，91   6   

岐  阜   県   99．19   97．71   9   

静  岡  県   98．71   37   96．56   35   

知  県   99．12   15   97．88   7   

重  県   98．91   25   96．48   36   

滋  賀   県   99．41   2   98．21   2   

都  府   98．98   22   97．47   15   

大  阪   府   98．40   45   96．27   42   

兵  庫   県   98．87   29   96．92   28   

奈   良   県   98．96   24 97．21   23   

和 歌 山 県   98．70   39   96．35   39   

鳥  取  県   99．29   8   97．68   13   

島  根  県   99．64   99．09   

岡  山  県   99．02   20   97．29   21   

広  島  県   99．18   13   97．69   

山  口  県   98．99   21   96，77   30   

徳   島   県   98．71   38   96．36   38   

香  川  県   99．30   6   98．04   4   

愛  媛   県   99．08   16   97．41   17   

高  知  県   98．88   28   96．95   27   

福  岡  県   98．61   44   96．33   41   

佐  賀   県   99．07 18   97．25   22   

長   崎   県   99．17   14   97．32   19   

熊  本  県   98．83   32   96．60   34   

大  分  県   98．97   23   97．08   25   

宮   崎  県   98．70 40   96．11   45   

鹿 児 島 県   99．02   19   97．29 20   

沖  縄   県   96．33   47   92．92   47   

（注1）速報値であるため、数値は変わり得る。  

（注・2）「全体」は、普通徴収及び特別徴収の合計の収納率である。  

（注3）収納率は、居所不明者分詞定額を控除した調定額を用いて算出している。  
（※小数点第2位未満四捨五入）（出所：後期高齢者医療事業年報）   



（参考3）  

各都道府県後期高齢者医療広域連合別の滞納被保険者数等  

短期被保険者証  
被保険者数         交付者数 割合    被保険者数  割合  交付者数  割合   

人  人  ％  人  ％   人  ％  

全 国 合 計     13，509，482  280，391  2．08  0  7  0．00   

北 海 道   638，908   10，522   1．65   0  0  

青 森 174，216   2，487   1，43   0  0  

岩 手 県   189，200   1，829   0．97   0  0  

宮 城 県   2・56，058   4，740   1．85   0  0  

秋 田 県   172，094   2，010   1．17   0  0  

山 一形 県   180，105   1，899   1．05   0  0  

福 島 県   270，612   4，667   1．72   0  0  

茨 城 県   310，209   4，443   1．43   0  0  

栃 木 県   213，934   3，881   1．81   0  0  

群 馬 県   230，620   3，301   1．43   0  0  

埼 玉 県   539，840   13，812   2．56   0  0  

千 葉 県   514，270   11，304   2．20   0  0  

東 京 都  1，109，578   55，658   5．02   0  0  

神奈川 県   715，307   21，907   3．06   0  0  

新 潟 県   328，750   3，501   1．06   0  0  

富 山 県   149，196   2，161   1．45   0  0  

石 川県   139，182   2，038   1．46   0  0  

福 井 県   106，823   1，486   1．39   0  0  

山 梨 県   109，389   1，128   1．03   0  0  

長 野 県   305，260   2，755   0．90   0  0  

岐 阜 県   239，823   2，640   1．10   0  0  

静 岡 県   418，264   8，440   2．02   0  0  

愛 知 県   642，907   11，324   1．76   0  0  

三 重 県   216，241   3，769   1．74   0  0  

滋 賀 県   137，472   1，335   0．97   0  0  

京 都 府   276，820   4，259   1．54   0  0  

大 阪 府   757，604   19，700   2．60   0  0  

兵 庫 県   578，165   12，555   2．17   0  0  

奈良 県   148，166   2，357   1．59   0  0  

和歌 山 県   138，096   2，529   1．83   0  0  

鳥 取 県   84，364   699   0．83   0  0  

島 根 県   118，813   711   0．60   0  0  

岡 山 県   243，271   3，934   1．62   0  0  

広 島 県   330，153   9，087   2．75   0  0  

山 口 県   209，591   3，267   1．56   0  0  

徳 島 県   111，503   1，433   1．29   0  0  

香 川 県   133，167   1，283   0．96   0  q  

愛 媛 県   198，398   1，834   0．92   0  0  

高 知 県   116，5叩   2，008   1．72   0  0  

福 岡 県   530，356   13，487   2．54   0  0  

佐 賀 県   110，254   1，556   1．41   0  0  

長 崎 県   191，506   2，221   1．16   0  0  

熊 本 県   248，215   3，991   1．61   0  0  

大 分 県   163，462   2，588   1．58   O 0  

宮 崎 県   151，247   2，561   1．69   0  7   0．00   

鹿児島県   249，764   3，593   1．44   0  0  

沖 縄 県   111，801   1，701   1．52   0  0  

（注1）速報値であるため、数値は変わり得る。  

（注2）被保険者数は、平成21年5月31日時点（出所：後期高齢者医療事業月報）  

（注3）滞納被保険者数は、平成21年6月1日時点の被保険者のうち、平成20年度保険料に一部でも滞納がある被保険者数  
である。（出所：厚生労働省保険局高齢者医療課調べ）  

（注4）資格証明書交付音数及び短期被保険者証交付音数は、平成21年6月1日時点  
（出所：厚生労働省保険局高齢者医療課調べ）   



目   次  

はじめに  

1．現行後期高齢者医療制度の問題点  

（1）75歳以上からの保険料徴収と保険料負担増………て………‥  2  

胃
H
バ
「
パ
〓
ノ
 
 
】
旨
ト
ト
■
一
 
こ
 
 

慧
一
琶
隷
 
 

こ
‥
‥
．
∴
 
】
√
れ
l
・
甘
〓
リ
】
 
 

∵
 
 

鶴
 
 
．
J
 
ニ
ケ
㌧
 
 

。
笥
〟
♂
 
 

ピニ？－－てこ：  

ナー 
l・手▲一、． （2）患者一部負担と受診抑制  

′  ・■  lコト＼J．＿   

り
り
】
〃
，
 
 

2．高齢者医療制度改革の経緯  
節操窒   

－・【J－シt・・，。コ、ブイ呈；ても  
3．日本医師会が提案する「高齢者のための医療制度」……………・ 5  

（1）基本的スキーム  5   

6   

7   

9   

10  

（2）なぜ75歳以上を独立させるのか  

（3）医療費の9割を公費（国）  

（4）保険料徴収と患者一部負担のあり方  

（5）都道府県主体の制度運営  

4．一般医療保険についての考え方一財源の確保のための提案－…‥11  

（1）保険料の上限の見直し  

‘（2）被用者保険の保険料率の公平化  

（3）保険者間の財政調整  

おわりに   

20鵬年10月  

社団法人 



∴頼酎射揺舘㍍■医に制㍍明㍑言．き£く   ぢンニ㌦むに   

いま、後期高齢者医療制度の見直しに関する議論が、厚生労働省や与野党から  

起こっている。   

今後さらに高齢化が進行することが予測されるなかで、単に現行制度を否定す  

るのではなく、真に高齢者の視点に立ち、中長期的な制度設計に基づいた見直し  

が論じられるべきである。   

日本医師会は、高齢者のための医療制度は、加入者の疾病リスクが高いことな  

どから、保険原理ではなく、「保障」の理念で国が手厚く支えるものであるべきと  

考えている。   

制度見直しの機運のなかで、あらためて日本医師会が考える「高齢者のための  

医療制度」を提案する。  

2008年4月、75歳以上を対象とする後期高齢者医療制度が施行されたが、すで  

にさまざまな問題点が指摘され、多くの加入者が新制度に対する不安を抱えての  

スタートとなった。  

（1）75歳以上からの保険料徴収と保険料負担増  

老人保健法のもとでは、75歳以上の高齢者も、国民健康保険または被用者保険  

に加入していた。保険料は、国民健康保険では世帯単位、また被用者保険では被  

用者本人が支払い、被扶養者は直接支払ってはいなかった。2008年4月以降、75  

歳以上の高齢者は、独立した医療保険の下で被保険者として保険料を支払うこと  

になった。   

政府は、新制度においては平均的には保険料が下がるという見解を示していた  

が、制度施行後あらためて実態調査を行い、「75歳以上の者がいる市町村国保世帯  

のうち、長寿医療制度の創設に伴い、保険料額が減少する世帯割合は全国で69％」  

と言い換えた。   

さらに新制度では保険料の年金からの天引きも始まり、いわゆる「年金記録問  

題」と相侯って後期高齢者の不安を強めた。  

（2）患者一部負担と受診抑制  

日本医師会が行なった「2008年皮緊急レセプト調査（4～6月分）」の結束をも  

とに＼人口増減を補正して、2008年4月～6月の入院外の総件数の前年同期比を  

見ると、一般（0－74歳）では病院0．51％増、診療所0．35％増とプラスであった  

が、後期高齢者では病院5．53％減、診療所4・97％減と一般と対照的にマイナスで  

あった。   

後期高齢者医療制度では、患者一部負担割合は原則1割（現役なみ所得者はβ  

割）であり、2008年3月以前と同じである。しかし保険料負担や年金天引きが、  

患者一部負担も増えるかのようなニュアンスで伝わったためか、受診抑制と見ら  

れる現象が生じている。  

－1－  －2－   



㌢。手薄沃＝‘こ島し′′′…」ナ，テ浩：f更jT二のキ「絹ざよ  表1高齢者医療制度の類型と支持団体  

類型   内容   支持団体   

すべての高齢者を対象とする、各医療保険制   日本医師会  

（D独立保険方式       度から独立した高齢者医療保険制度   結団達  

経済同友会  
健保連 

2。。時に  

方針転換   

②突き抜け方式   被用者OBを対象とする新たな保険者を創設  健保連 

し、紙用壱保険グループ全体で支援   連合   

③年齢リスク構造  現行の保険者を前提とし、加入者の年齢構成の  
調整方式   違いによって生じる医療蟄支出の相違を調整   

④一本化方式  現行の医療保険制度を一本化し、すべての者を  国保中央会、全国市長  
対象とする新たな医療保険制虔   会、全国町村会   

1997年、医療制度抜本改革議論の過程で、厚生省（当時）が高齢者医療制度に  

っいて独立型、財政調整型の二案を提示した。その後、1998年には、同省の医療  

保険福祉審議会制度企画部会で、独立保険方式、突き抜け型などの方向について  

議論が行なわれたが、同部会の葦見書では「独立した仕組みとする考え方とこう  

した独立した仕組みは適切ではないという2つの考え方がある」とまとめられる  

にとどまった。   

2001年3月、厚生労働省は「医療制度改革の課題と視点」をとりまとめ、老人  

医療費拠出金の増大が保険者財政を圧迫していること、世代間の負担が均衡を  

失っていることから、高齢者医療制度改革が必要であるとし、あらためて4つの  
類型に分類して示した。（それぞれの内容と当時の支持団体は表1参照）   

なお、健保連は当時「突き抜け型」を支持していたが、2005年に「r突き抜け方  

刻では、健保が健保OBの面倒だけみるということになり、それがエゴだと取  

られかねない」と一して、独立型へ方針転換し、高齢被保険者（65歳以上）からも  

保険料を徴収し、拠出金制度を廃止することを求めている。   
厚生労働省は、年齢構成に応じた財政支援を軸に新制度を検討していたが、2002  

年11月、自民党の医療基本問題調査会は、医療制度改革についての中間とりまと  

めで、75歳以上を対象とする独立型の医療保険制度を示し、2003年3月に高齢者  

の独立型保険を織り込んだ医療制度改革の「基本方針」が閲読決定された0   

さらに2005年10月には、厚生労働省が「医療制度構造改革試案」を発表し、運  

営主体や費用負担のあり方、保険料の年金天引きが示された。   
翌2006年6月14日に「高齢者の医療の確保に関する法律」を含む医療制度改革  

関連法案が成立し、2008年4月の後期高齢者医療制度の施行が決定した0  

＊内容は、厚生労働省「医摂制度改革の謀雲と視点」から要約  
★支持団体は、主に柑98年11月68．朝日新聞覇刊4面等より  

－4－   －3－  



u。ち二岳ン■雄釘揖会が・∫㌔－粟すろド端湾のための担汗ミミ三チノ上：＝」  （2）なぜ75歳以上を独立させるのか  

若者から高齢者へ、医療は切れ目なく、公平に提供されなければならない。こ  

れは大原則である。   

後期高齢者医療制度が施行された際にみられたように、75歳という年齢で必要  

な医療が切り捨てられるのではないかという加入者の不安がある。日本医師会の  

提案も、75歳以上のすべてを対象とした独立型の医療保険制皮であるが、前述の  

ように、むしろ75歳以上に対する医療を手厚くすることを計指してい卑。   

その理由は、次に示すように、75歳以上は疾病が発症するリスクが高く、かつ  

疾病が長期化しやすいからである（図2参照）。   

1）入院受療率は75歳以上から急激に高まり、外来受療率は75～79歳がピー  

クとなる。  

2）75歳以上では、脳血管疾患が悪性新生物を上回るようになるなど、疾病  

構造が変化する。  

3）脳血管疾患の場合、75歳以上では平均在院日数が100日を超える。   

高齢者が保険財政に制約されることなく医療を受けられるよう、特にリスクの  

高い75歳以上に対して手厚い制度が必要と考え、独立型の制度を提案する。  

（1）基本的スキー中   

高齢者は疾病が発症するリスクが高く、保険原理が働きにくい上、保険料、患  

者二部負担は高齢者にとって大きな負担になる。したがって、高齢者が所得格差  

の不安なく過ごせるよう、国は「保障」の理念の下で支えるべきである。   

日本医師会が提案する「高齢者のための医療制度」の基本的スキームは図1の  

とおりである。なお、制度の対象は75歳以上とするが、後期高齢者とは呼ばず「高  

齢者」とする。  

図＝．  

「高齢者のための医療制度」基本的スキーム  

1．保障の理念のもと、75歳以上を手厚く支える  

図2 75歳以上の疾病発症リスク等  

2．若者から高齢者へ、急性期から慢性斯へ  
切れ目のない医療を提供する  

．■＿－  ■■  

、1  

3．医療費の9割は公費（国）が負担する  
＿す＿㌧．1¶J  

4．家計負担（保険料と一部負担）は1割とし   
患者一部負担は所得によらず⊥定とする  

5．運営主体は都道府県とする  

ー6－   ー5－  



一般医療保険の公費4．8兆円の内訳は、国民健康保険で約4．0兆円（給付費の5割  

強）、政管健保（2008年10月より全国健康保険協会（通称「協会けんぼ」）以下「協  

会けんぽ」という）で約0．8兆円（給付費の13．0％、後期高齢者支援金の16．4％）  

である。   

日本医師会案では、公費を高齢者に集中することで、一般医療保険への公費投  

入がなくなるが、同時に一般医療保険からの後期高齢者支援金の負担もなくなる。  

2008年度当初予算をもとに．した試算では、公費投入がなくても後期高齢者支援金  

がなくなれば、収支はほぼ均衡する。．しかし今後は一般医療保険の中でも高齢化  

が進むので、財政が悪化すると予測される。その際には保険料率の見直し等で対  

応する。   

また、一般医療保険で給付費に対して経常的に公費が投入されているのは、国  

保、協会けんぼのみであり、ここへの公費がなくなるので、組合健保、共済組合  

との財政調整が不可欠になる。   

なお現在は、国保の給付費に対する公梁5割強の1剖弱は地方公費である。日  

本医師会は、公費は主として国が負担することを提案するが、この場合、国と地  
方の財源配分の見直しも必要になる。  

2）公安員担割合の拡大と医療費総枠管理  

、公賓負担割合の拡大は、国による医療費の総枠管理につながるおそれがあると  

の指摘がある。しかし、過去にも老人保健において、公費負担割合が引き上げら  

れてきたが、医療費抑制はこれに比例して強化されてきたわけではなく、医療費  

は長期にわたって抑制されてきた。   

また、従来、老人保健（現在は後期高齢者医療）、国民健康保険、政管健保（現  

在は協会けんぽ）には公費負担はあり、組合健保、共済組合には給付費た対する  

公費負担はないが、保険者ごとの公費負担割合に沿って医療費の管理（締め付け）  

に濃淡があったわけではなく、一律に医療費の抑制が強いられてきた。   

したがって、根源的な問題は公費負担割合にあるのではなく、医療費抑制政策  

そのものにある。これを撤回させることが最重要課題である。  

（3）医療費の9割を公費（国）で   

1）公費9割の可能性（粗い試算）   

老人保健法においては、公費負担は給付費の3割であったが、2002年7月に成  

立した「健康保険法等の一部を改正する法律」により、公賓負担の割合を3割か  

ら5割に5年間で段階的に引き上げるとともに、対象年齢を70鼓以上から75歳以  

上に5年間で段階的に引き上げることが決まった。   

さらに2003年3月の医療制度改革の「基本方針」に、「後期高齢者に公費を重点  

化するという改正法の考え方を維持する」と明記され、2008年4月の後期高齢者  

医療制度も給付費に対して公費5割を維持して施行された。   

日本医師会は高齢者の「医療費」（給付費に対してではない）に対して、公費  

（主として国庫負担）9割を投入することを主張する。なお、一般医療保険に与え  

る影響も考慮し、激変緩和の意味からも、公費負担割合の投降的引き上げを提案  

する。   

囲3は、医療資財源の概要を示したものである。2008年度の75歳以上の医療費  

（現行の後期高齢者医療制度の医療費）は11．9兆円、給付費は10．8兆円であり、公  

費は給付の約5割（5．1兆円）である。   

日本医師会案では、公資は「医療費」の9割としており10．7兆円が必要になる。  

2008年度当初予算では、後期高齢者に公費5．1兆円のほか、一般医療保険にも公費  
4．8兆円が投入されており、公費は合計9．9兆円である。これらの公費をすべて高齢  
者に投入する。日本医師会案で必要とする10．7兆円に対してはやや不足するが、  

不足分は、国の歳出改革や新たな財源で対応する。  

図3 医療費財漁の概要図  

日本医師会案  

‾ 

現行制度の財源  

（2M年度当初予耳ベースの推計）  

‾二こ‥き皇室誓＿ 
‾  

「       ‾■叫‾一■ ■「「  

／′  

保険料・自己  
負担21兆円  4．8兆円  

ユ  
四の仕出改正（†キ  

慧㍊認諾．   
む肘蓋の封書  

；ん由‾■  
不  

三  高齢者  
（75歳～）  

医療費11．9兆円  
（給付費10．8兆円）  

・生者拝敗績神保昭絹址零の公黄泉浬匿療を臓し、て空示．一般の匹■責は最近の医療費動向からの経机それ以外l士、当初予＃ベース．  
四捨五入墓があるため内訳と金柑が合わないところがある．紙面の聞騒で錦尺は合っていない．  
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2）患者一部負担の考え方   

日本医師会は、所得によらず、患者一部負担を一律とすることを提案する。高  

齢者は疾病が長期化しやすい傾向にあり、高所得者であっても、高負担は先行き  

に対する不安を増大させるからである。   

所得の高い方は、保険料を徴収する場合には所得額が反映される保険料で貢献  

し、保険料を徴収しない場合には所得税で貢献するかたちとなる。  

（4）保険料徴収と患者一部負担のあり方   

1）保険料徴収のあり方  

現行の後期高齢者医療制度は、新たに保険料が徴収される人や保険料が増える  

人があったこと、また保険料が年金から天引きされるようになったことなどから、  

高齢者の不安、困窮に拍車をかけた。   

保険料を徴収しない仕組みにすれば、保険料にかかわる諸問題は解決するが、  

高齢者の被保険者としての主体性が弱まるおそれがある。逆に保険料を徴収する  

場合には、被保険者として高齢者が制度運営に積極的に発言できるとも考えられ  

るが、これまでの医療費抑制策の下では、被保険者の発言力はほとんど失われて  

きたのが実態である。   

このようなメリットデメリットを踏まえ（表2参照）、現時点での日本医師会  

のスタンスは「保険料と一部負担とを合わせて1割」とする。  

（5）都道府県主体の制度運営  

現行の後期高齢者医療制度は、高齢者への説明不足のために混乱を招いたとも  

指摘されている。   

現在、後期高齢者医療制度の運営主体は、都道府県内のすべての市町村が加入  

する広域連合である。そして広域連合は各市町村に射し、保険料の徴収、各種申  

請の受付、被保険者証の引渡しなどの窓口業務を委託している。厚生労働省の説  

明不足の上、高齢者から見ると、広域連合なのか市町村なのかが曖昧であったこ  

とが、不信感を助長した一因と推察される。   

住民の立軌こ立てば、都道府県か市町村か、責任の所在を明確にする必要があ  

る。日本医師会は、一定の規模のメリットがあ一る都道府県単位での運営を提案す  

る。都道府県は、地域の医療計画の策定主体でもあり、地域の需給バランスも把  

挺しやすいと考えられる。  

表2 保険料徴収の有無によるメリット・デメリット  

保険料を徴収しない場合   保険料を徴収する場合   

一保険料廃止に伴い、将来の保険料引き上  一一定の財源を確保できる。  

げの心配もなくなり、高齢者の安心感は  一枚保険者としての意臥制度への関心が  

メリット            極めて大きい。  高まる。   

一徹収事務がなくなるため、保険者をスリム  

化できる。  

一枚保険者意嘉我がなくなり、制度への関心  

デメリット  
が薄れる。  

一高鈴音自身の意向が制度に反映され  

にくくなる．   
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2）国民健康保険の保険料を所得比例させた場合（粗い試算）   

国民健康保険については、データが現在の後期高齢者分を含んだ2006年度以前  

のものしかないため、一定の条件を仮置きした狙い試算と位置づける。   

国民健康保険料（税）は世帯単位で、所得割、資産臥均等割’（世帯人数ごと  

にいくら）、平等割（1世帯当たりいくら）が課される。   

2008年度の保険料放課限度額は、一般医療保険分がほとんどの保険者で47万円、  

後期高齢者支援金分12万円であり、一それぞれ所得約575万円、519万円で上限に達  

する。   

日本医師会実は、基本的には保険料を所得に比例させることを提案するが、国  

民健康保険については、所得階級別のデータがないので、所得1．000万円以上の世  

帯の保険料を一律100万円にするとして、その部分の増収額を試算した。   

その結果、財政効果は1．521億円（約0．2兆円）と推計される。   

前述のとおり、所得捕捉が国難なため、所得1，OqO万円以上の世帯の保険料を一  

律100万円と設定しているので、最低でも0．2兆円の財政効果と言うことができる。  

∠邁。一昭登壇瑳・ミ捌ニ・ついてのぞえ芳 ′’三′、ノ  

・∫．∴、小∴．上∴∴・  

日本医師会は、「高齢者のための医療制度」の創設に伴い、⊥般医療保険（0～  

74歳が加入する医療保険）には公費を投入せず、保険原理で運営することを提案  

する。   

図3に示したように、2008年度を例に試算すれば、公費投入がなくなる代わり  

に、後期高齢者支援金の支出もなくなるので収支はほほ均衡する。しかし今後は、  

一般医療保険の中でも高齢化が進むため、保険料収入が減少、給付費支出の増加  

が予測される。そこで、以下に示す方法で財源を確保することを提案する。  

（1）保険料の上限の見直し   

被用者保険、国民健康保険ともに、保険料には上限があるが、高所得者が優遇  

され、格差拡大が懸念されることから、原則として保険料は所得（または年収）  

に比例させることとする。   

1）被用者保険の保険料を年収比例させた場合（粗い試算）   

被用者保険では、保険料は年収1．950万円（報酬月額上限117．5万円×12か月＋標  

準賞与上限540万円）までしか比例しない。年収1，950万円起の人はすべて給与1，950  

万円（約乙000万円）で計算されている。   

仮に被用者保険で保険料を年収比例させた場合には、1，923億円（約0・2兆円）の  

財政効果が得られると試算される。  

図4 被用者保険における保険料のあり方のイメージ  

所 得  500万円台  1．000万円  

1，950万円  
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（3）保険者問の財政調整（粗い試算）  

日本医師会実は、高齢者に公費を集中投入することに伴い、後期高齢者支援金  

をなくし、一般医療保険に公費を投入しなレiというものである。したがって、一  

般医療保険の給付費のすべてを、保険料でまかなわなければならない。   

一般医療保険の保険料と給付に必要な費用は、現在はほぼ均衡している。今後  

も、保険料上限の見直し、保険料率の公平化に、より、当面の財政は維持できると  

考えられる。   

しかし、財政の厳しい国民健康保険、協会けんぼの公費がなくなってしまうこ  

とになり、特に国民健康保険では収入が大幅に減少する。高齢者のための医療制  

度において公費9割を実現するためには、一般医療保険における保険者間の強力  

な財政調整が不可欠である。  

（2）被用者保険の保険料率の公平化（粗い試算）   

協会けんぽは、被用者保険のなかで平均標準報酬月層が28万5千円と最も低い  
が、保険料率は82．0‰と最も高い。これに射し、相対的に所得の高い組合健保は、  

平均標準報酬月額37万円で、保険料率は73．9‰である（いずれも2008年皮見込み）。  

姐合健保や共済租合の保険料率を協会けんぼと同水準に公平化すれば、約1兆円  

の増収が見込まれる。（図6参照）  

図6 被用者保険の保険料率の見直し   

被用者保険の平均標準報酬月毎と保険料率  

共済組合  
協会けんぽ  組合健保  

国家公務員  地方公務員  私学教職員   

平均標準報酬月額（千円）  285．2   369．5   415．4   361．8   378．7   

保険料率（0／00）   82．00   73．寧0   64．34   73．52   65．20   
図7 一般医療保険の財源のイメ・－ジ  

●協会けんぼ、組合健保は2008毎度見込み．共済組合は200ち年度業績．共済は匿療給付に相当する短期給付のみを抽出しているものの、医療  
以外の給付も行っており完全に■純比較はできない．  

保険料収入の試算  

収 入  
（2008年度見込み）  

約22兆円   

組合健保  
6．1  州
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咽保組合、船員保険は除いて凶示．共済組合はt新データがないため、やむなく2006年虚実績を置いている．  
それ以外は、2088年虔の見込み．  
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おわしに   

冒頭に記したとおり、日本医師会が提案する「高齢者のための医療制度」は、  

保障の理念の下、75歳以上を手厚く支え、若者から高齢者へ、急性期から慢性期  

へ切れ目のない医療を提供することを目的に制度設計されている。 ●   

本書では、現行の制度の問題点を指摘するとともに、1990年代後半からはじまっ  

た高齢者医療制度改革の経緯を振り返ったうえで、「高齢者のための医療制度」の  

基本的な考え方と制度設計の概要を示している。合わせて、一般医療保険におけ  

る財鱒の確保のあり方についても提案している8  

一方、今後とも後期高齢者人口の増加が見込まれるなかで、公費を重点的に投  

入する高齢者の医療費については、新たな財源を確保する必要がある。   

これらについては、本年中に発行を予定している「グランドデザイン2008」で  

詳細に述べることとしたい。その際にはぜひ本書と合わせてご高覧いただければ  

幸いである。   

関係各方面の理解を得ながら、日本医師会の「高齢者のための医療制度」が具  

体化されることを切に願うものである。  

「高齢者のための医療制度」の提案  

発 行 日本医師会  

〒113－8621東京都文京区本駒込2128－16  

でEL．03・3946－2121  

発行人 日本医師会 唐澤 絆人  

2008年10月発行   
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高齢者医療制度改革の基本的枠組みについて  
2010年2月9日  

日本経団達  

1．生活スタイルが大きく変化する公的年金受給者を被保険者とする体系に組み替える。  

2．運営主体は財政の安定性等の観点から、現在の後期高齢者医療広域連合をベースとする。  

3．現役世代の医療保険制度と高齢者の医療保険制度は、給付財源の構成（公費投入割合等）   

が異なる。負担ルールを明確化するために何らかの形で別建ての制度にすることが必要。  

【現状】  

後期高齢者  

医療制度  

（75歳以上）  

前期高齢者  

（65～74歳）  
′   



平成22年2月9日  

第3回高齢者医療制度改革会議の議題に対する意見  

全国後期高齢者医療広域連合協議会  

会長 横 尾 俊 彦  

後期高齢者医療制度廃止後の新たな制度の創設に当たり、当協議会の考え方につい  

ては、昨年9月30日及び11月20日に長妻厚生労働大臣に別添の要望書を提均し  

たところである。   

特に、本日の議題である「運営主体のあり方」については、次のように示している。   

（D 国又は都道府県の立場を明確にすること。   

② 国及び都道府県が主体的な役割を果たす制度とすること。  

また、本日の資料に挙げられている「広域連合のメリッ トデメリット」について  

は、次のよう▲なことも検討すべきである。  

○保険業務はもとより、行政処分事務、企画調整事務等もあり、常に法律等に長け   

た職員等が必要だが、広域連合職員は、概ね2～3年を期間とする派遣職員であ   

り、こうした職員の確保は難しく、制度に対するスキルアップを図り難いこと   

○広域連合のためだけに議会や各種委員会などが設置さ狐ており、このための事務   

負担も大きく、また非効率な面も内包していること   

○運営主体を都道府県とすれば、都道府県民を対象として健康増進策を含む医療費   
適正化や医療サービスの提供等の政策と有機的な連携を図ることができ 

域連合では十分に連携を図ることができない  

なお、以下の点にも特段の配慮が必要と考えられるム   

①中間とりまとめiキ向け、改革会議として各論ごとに、ある程度の意見集約を諮り、   

方向性について適宜示すことが望まれる。   

②意識調査の実施や地方公聴会の開催について、どの時期に、何を実施し、何を決   

めるのかについて、より詳細で具体的なスケジュールを明らかにすべき。   

③広域連合や関係団体等からの意見を改革会議にフィード1〈ックすることで議論   

をよ1り深化させる必要があると考えられろが、今後、広域連合に対して意見聴取   

を行い、再度改革会議において議論する機会があるべきではないか。   

→ 関係者からの十分な意見聴取を行わず、徒に時間だけが経過し、十分な検証等   

もないまま、見切り発車状態で移行することで、・現行制度施行時の二の舞になる   

ことだけは避けるべき。   



㊥  

後期高齢者医療制度に関する要望書  

平成2・1年9月30日  

全国後期高齢者医療広域連合協議会   

●l  

r¶   



後期亭齢者医療制度は、従来の老∧保健制度が抱える一間題点を解改  

するた－め、．また、増大する高齢者の医療費を国民全体で安定的・長期的‾  

に支え、国民皆保険を将来にわたって維持することを目的に、10年  

以上の議論を経て、平成2b＿年4月から施行された制度であります。   

制度施行当卿ま、制摩周知め不足から名称や嘩険料、年金天引き等に  

批判が集中し，．被保険壷を始めi多くの国民に不安と混乱力塗じたもの  

のヾ一保険料の軽減対策や納付方紘の選択制など、きめ細やかな対応や  

制度改善たより、今日では、制度の定着化と‾安定的な運営がなされて  

いるところです。  

このような状況の中；今般1民主党を中心とした新政権が発足し、  

平成還1年9月9日の三党連立政権合意の中でちイ後期高齢者医療制度  

廃山－が掲げられておりますサ  

ーしかしながら1・本制度を性急に廃止することは、＿こ’れまでの制度構築に  

要した多額の経費と各広域連合及び市区町村の努力を無にするだけで  

なく▲、被保険者はもちろんのこと医療現琴た．も、再び多大な混乱を招き  

かねず、垂心で安定した医療の提供が国井にな＿ることが懸念されます。  
」「   

本制度ぬ運営を担う全国の後期高齢者医療広嘘連合をもって組織され  

た本協議会といたしましては、民主党マニフェストに明記さ．れている  

†将来、地鱒保険として一元的運用を図る」とする道筋が実現するまで  

の町高齢者と現役世代の負担の明確性、＿都道府県単位り財政運営に  

奉る保険料負担の公平性、・財政基盤の安定性といった、魂行制喪の根幹  

を維持することを強く求めるも由であります。   

ま■た－新制産への移行k際して臥下記事項・について†分配慮される  

よう強く要望いたします。・  

3   



記‾  

1新たな制度設計の全体像．を提示し、移行段階における詳細な工程を   

明らかにした上で、円墳な新軸度への移行を行シ1、医療制度に対する   

国民の倍額と安心壷高めるとともに、制度歯科こ必要な財漁にうセ、て   

は、国民または地方へ新たな負担を強隼る＿ことなぐ、全額由において   

負担するこ七。   

2 運嘗主体である広域連合1市区町村等との開かれた議論を行い、   

その意見を十分に尊重ずることJ   

3 国の責任による制度説明を徹底する乙とにより～被保険春を始め、  

・医療機関、広域連合、市区町村等の現場に混乱が生じないよう笹  

・配慮することご  

．4 都道府県単位の財政運営による保険料負担の公平性及び財政基盤の   

安定性といった利点は必ず引き縄ぎi・国又は都道府県や立場を明確た   

すること。  

■5 電算システムの構築に当たっては、不具合による混乱や実轟への   

多大な．影響のこめ舞を演じないよう十分な準備・検証期間を確曝し、－   

安定した運用が可能なシステムとするとと。  

■平成21年9月30日  

厚生労働大臣   

長 妻  酪．様  

全国後期高齢者医療広域   

会 
こ芋芋1三－；や三ジこ   

≡…ヒ叛きゴ白箋  
n÷羊〕ゝき三軍日  

●■  



後期一高  

平成21年11月20日  
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平成21＿年1．ロ月26一首の鳩山首相の所信表明 

のみの視点から医療衰ヰ介準費■をひたすら抑制してきたこれまでの方針  

を転換し．、質の高い医療－・介護サ←ビスを効率的かっ安定的に供給  

で－きる体制づくりに着手する」旨の・方針が示され、後期高齢者医療制度  

を廃止し、新たな制度を創琴する考えが表明された。  

．新制度のあり方については、今後開催される「高齢者医療制度改革  

会議Jで検討されることとなったカ㌔泰年9月・30日に当協議会が浸出  

した要望事項を＋分踏まえ、野暮除草等に不安や腐乱を招くことなく 
暗広い国民の納得と信頗が宿られる新たな制度が設計されることを望む  

ものである。   

また、新制度移行まで継続される魂宥制度■についても、＿■これまでの  

蓮営等において掛こ改善か行われた事項については継続実施し、さらに、  

課題とされている一事項にづい－ても早急に改善することが必要であ・る＿。   

現行制度の．円滑な連貴と新制度の構築に向け、下記に為げる事項に  

ついて、・特段の配慮をされるよう－要望する。  

＼   



後期高齢者摩・療制度に関する重点要望  

l嚢行制度碇偏する董点要望事項  

：（1） 現行制度の健脚周に串いては、これまでに琴題として整理  

されている＿事項lこぅいて■、広域連合、市区町村奪との意見交換を  

十分に行い、その意見を尊重し、現場等六の影響を考慮した上で、・  

ズケジュールの調整等を行い、早鄭こ改善すること。  

（草）次顛海定期間に係る保険料率の改定において、被保険者の負担   

増を最大限撃威すべく、国において十分な顛瀕を施療し締制  

措置を行うこと。  

また、今年度限り－とされている保険料軽擁措置に？いても継続  

実施し、その鹿湊は全額函におや・、て負担とすること。  

■（3） 保険料の特別徴収にづいて、対象となる年金の選択潮の導入、  

月次描線匡よる速やかな痺射薇収移行等カミ可能セなるよう薗係   

磯顔へ要請し、改善すること．。  

・（4■） 虞壌連合及び市区町村の業務転支障畢生じないよう、適宜ゞ  

適切な竜算処痙システムの改修を行うこと。  

（  

その際、一広域連合及び市区町好の岡連システムへの 

：をこ考慮し、蓼作確欝などの検証を繚実に行える期間を確保した  

升ケジ皐】ルで実施し、必要な経費は、市区町村システムの改修   
等‘も含め、国において万全の由政措置を講じること？  

また、システムに支障が生じた際には、迅速かつ適切に対処  

できる庵剃を構築すること。．  
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2 新制度に廃する重点要望事項  

（1） 新制度の導入に当たって柱ヾ国民甲合革を得られるよう・、‾持続  

可韓で泰かりやすいものとする冬め、硬保険看及び蹄係機関と  

十分な簿論を行い、意見を反映させると・ともに、必要な財済に  

ちいては、全額国．において確保することp  

〔2う．．制度の衰定的な運営及び権般と責任の所在を明碇にする－ととも   

に∴国及び都道府県が主体的な役割を果たす制度とすること。  

し  

（a）● 新勧虔におげる盛宴処魂システムの二構築吏こ当たって昧、十分な   

準鹿■検証顛開■を確廃することにより、■完成度が高く、翠表した  

運用部可能なものとするとともに、支障が生じた際には、迅速  

．から適切に対処で牽る体軸を構集すること。・  

て ．1Ⅶ踪   



後期‾高齢者医療制度に関する要望  

1現行御慶に関する要望事項  

（■1）国鞋よる広報を額極＝的に行う．とともに、広域連合、市区町村等の   

広報施策め充実ぁた．め・の財源を榛保するごと。  

一（2）曝険斜について  

・① 保険料率上昇要因の十つである後圃高齢者負担率を現行のまま  

・経持すること。   

◎ 低所得者に係・‾る軽減判定にういて、世辞から個▲人へ変更する  

こと。   

③ 被扶養者に係る情報提供時期について、迅速な宅液判定ボ行え  

るよう誕生日後遺やかに提供すること。   

＠ 審査支払手数料は、保険料算達項召・であるため＿、国庫茶助の  

対姦とすることたま＝り・、被保険者の負担軽兢を図ること。．  

（苫）長寿・健康増進事業は、複数年度継続して実施することで効東が   

表れるもーのであるため、継続した財政革置を行うこと。  

（4）国庫負担金、調整交付金、国庫補助金等の委付について拉、年尚   

交付計画を明確・にするととも一に、保険者の女払辞画に支時のない  

＿ よう速やかに交付すること。   

またさ破線険者の負港割合に要撃が及ばないよう、割こおいては  

療養給付に対する定率交付は12分の4を碍保二し、広域連合間の   

所得格糞を調整する「訴整交付金」は国において別枠そ蘭整額を   

薩録する＿こと。  
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（5二）．被保険者資格証明書交付に関する発行権限と国・の判断基準との   

閑償を整褒め上、必要を措置を講じ冬こと。  

（6二）▲基準畷入額適用申請、・限度額適願ぃ標準負担額減額認定申・請等の   

各藩申請・にっいて、・必要な情報が公簿等により確認できるやのは、  

．申請を省略できるものとすること。－  

．（7）医療費の「部負超金の負裡割合及び自′己負担限摩窺の負担区分の   

判定を個人単位で行うこと。・  

■（8）柔道重複、はり‘きゆう及びあんま・マッサージに係る支給申請・   

書等にこて沌－、て、電子データ化め推進を行う土と軍  

f≡9）年金東銀の訂正匪より年金受給額が増額さ 

対応－を羊ついて、国民健康保険i介華保険と同様、広域連合等関係   

機関に対し、そ中晩り扱いを示すことさ  
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2 寮閲歴に閣する要望事項  

（1〕親度説明に当たうては、国一の責任において、硬保険者等に十分な   

周知広報を行うことにより、窺場に海乱為ミ生じないようぎこすること二。  

（2）新制度における電算処理システムの構築費用（ハード、ソフト   

研修）については、地方へ負担を転疲することなく、国の責・任に   

おいて全額措置すること。  

平成21・牢11月2．0日  

厚生労働大臣  

長 妻  昭  嬢  

全国後期高齢者医療広   

会長 一横・尾’俊  
有責喜邑軍  

帽完招集R  
芸封石恵   
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